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平成2８年９月１８日 
 

厚生労働省医政局地域医療計画課 
伯野 春彦 
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１ 高齢化について 

２ 地域医療構想について 

３ 医療計画について 

４ 在宅医療の推進について 

本日の内容 
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１ 高齢化について 
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2025年までの増加数 

2005年 

都道府県別高齢者人口（65歳以上）の増加数 
（ 2005年 → 2025年） 

（人） 

東京都、神奈川県、大阪府、埼玉県、愛知県、 
千葉県、北海道、兵庫県 、福岡県で、 

全体の増加数の約６０％ 

出典：国勢調査（平成17年） 
    国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口（平成19年5月推計）」 

（平成19年5月推計） 
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・・・2040年

・・・2035年

・・・2030年

・・・2025年

・・・2020年

・・・2015年

・・・2010年

 
地域により 

医療需要ピークの時期
が大きく異なる 

出典：社会保障制度国民会議 資料 （平成25年4月19日 第9回 資料  
    3－3 国際医療福祉大学 高橋教授 提出資料） 

高齢化のピーク・医療需要総量のピーク 



年齢階級別の一人当たり医療費 

○  年齢階級別の一人当たり医療費を見ると、高齢になるほど一人当たり医療費は増大。  
○  高齢者の医療費をどのように国民全体で公平に負担し合うのかが課題。 
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保険料 自己負担 医療費 

（歳） 

（万円） 

（注１）１人あたりの医療費と自己負担は、それぞれ加入者の年齢階級別医療費及び自己負担をその年齢階級の加入者数で割ったものである。 
（注２）自己負担は、医療保険制度における自己負担である。 
（注３）予算措置による70～74歳の患者負担補填分は自己負担に含まれている。 
（注４）１人あたり保険料は、被保険者(市町村国保は世帯主）の年齢階級別の保険料（事業主負担分を含む）を、その年齢階級別の加入者数で割ったものである。 
（注５）端数処理の関係で、数字が合わないことがある。 
【出典】各制度の事業年報等をもとに医療給付実態調査等を用いて保険局調査課により推計 
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高齢になるほど 
医療費は増大 



２ 地域医療構想 
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なぜ地域医療構想が必要なのか？ 
医療における2025年問題 

• 2025年とは団塊の世代が75才になる年 
– 医療・介護需要の最大化 

• 高齢者人口の増加には大きな地域差 
– 地域によっては高齢者人口の減少が既に開始 
⇒よって、地域の実情に応じた対応が必要 
 

• 医療の機能に見合った資源の効果的かつ効率的な
配置を促し、急性期から回復期、慢性期まで患者が
状態に見合った病床で、状態にふさわしい、より良質
な医療サービスを受けられる体制を作ることが必要。 
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病床機能報告（現状） 
  どの医療「機能」に該当するかを 
  「定義」を踏まえ、病棟ごとに判断 
 →地域において医療機関が「表示したい機能」 

医療需要（必要病床数）の推計 
  2013年の個々の患者の受療状況をベースに 
  医療資源供給量に沿って区分したもの 
 →地域における「各病期の患者発生量」 
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 ○ 各医療機関（有床診療所を含む。）は、毎年、病棟単位で、医療機能の「現状」と「今後
の方向」を、自ら１つ選択して、都道府県に報告。（平成26年10月より開始）     

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
      
 
 
 
 

 

医療機能の名称 医療機能の内容 

高度急性期機能 

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例 

  救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集
中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療
を提供する病棟 

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 

回復期機能 
○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。 
○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復
帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）。 

慢性期機能 
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又
は難病患者等を入院させる機能 

病床機能報告制度 

○ 回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみではなく、リハビリテーションを 
 提供していなくても「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回復期機能を選択できることに留意。 
○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、主に急性期機能を提供し 
 ている場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択。 
○ 特定機能病院においても、病棟の機能の選択に当たっては、一律に高度急性期機能を選択するのではなく、個々の病棟の役割や入 
 院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択。 
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2015（平成27）年７月１日時点の病床機能別の病床数 【平成27年度末まとめ】 
○ 以下の集計は、３月31日時点でデータクリーニングが完了し、集計可能となった医療機関におけるデータを取りまとめた 
   値である。  

   ・報告対象となる病院7,370施設、有床診療所7,168施設のうち、３月31日までにデータクリーニングが完了した病院7,236,施設(98.2%)、 
    有床診療所6,627施設(92.5%)のデータを集計した。（２月16日時点の医療機関全体の報告率 95.6%）  

   ・集計対象施設における許可病床数合計は、1,270,683床 
    （ cf. 医療施設調査（動態）における平成27年6月末時点の許可病床（一般、療養）の総数は1,331,374床） 
   

（床） ≪2015（平成27）年７月１日時点の病床機能別の病床数（許可病床）≫ 

 
 

 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計 

 一般病床 169,367 590,144 76,072 87,026 922,609 
 療養病床 0 2,490 53,028 266,502 322,020 
 合計 169,367 592,634 129,100 353,528 1,244,629 
 構成比（2015年） 13.6% 47.6% 10.4% 28.4% 100.0% 
 構成比（2014年） 15.5% 47.1% 8.8% 28.6% 100.0% 
（注）集計対象施設のうち、2015年7月1日時点の病床の機能について未回答の病床が26,054床分あり、上表には含めていない。 
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医療資源投入量 基本的考え方 

高度急性期 

急性期 

回復期 

※ 

救命救急病棟やＩＣＵ、ＨＣＵで実施するような重症者に対する診療
密度が特に高い医療（一般病棟等で実施する医療も含む）から、
一般的な標準治療へ移行する段階における医療資源投入量 

急性期における医療が終了し、医療資源投入量が一定程度落ち
着いた段階における医療資源投入量 

在宅等においても実施できる医療やリハビリテーションの密度に 
おける医療資源投入量 
 
ただし、境界点に達してから退院調整等を行う期間の医療需要を見
込み175点で推計する。 

C1 
3,000点 

C2 
600点 

C3 
225点 

※ 在宅復帰に向けた調整を要する幅を見込み175点で区分して推計する。なお、175点未満の患者数については、慢性期機能及び在宅医療等の 
患者数として一体的に推計する。 

病床の機能別分類の境界点（C1～C3）の考え方 
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療養病床数（都道府県別、人口10万対） 
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療養病床数 厚生労働省「平成25年(2013)医療施設（動態）調査」 

※病院の療養病床数（診療所は含まない） 

全国  
総数 328,195床 
人口10万対 257.8床 

中央値 258.0 （大阪府） 
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機 

能 

分 

化 

・ 

連 

携 
地域差 
の縮小 

高度急性期 
１３．０万床程度 

急性期 

４０．１万床程度 

回復期 

３７．５万床程度 

慢性期 
２４．２～２８．５ 

   万床程度※２ 

2025年の必要病床数（目指すべき姿） 

115～119万床程度※１ 

機能分化等をしないまま高齢化を織り込んだ場合:152万床程度 

【推計結果：２０２５年】 

  ２９．７～３３．７ 
   万人程度※３ 

将来、介護施設や 
高齢者住宅を含めた 

在宅医療等で追加的に 
対応する患者数 

2025年の医療機能別必要病床数の推計結果（全国ベースの積上げ） 

高度急性期 
１９．１万床 

回復期  １１．０万床 

慢性期 

３５．２万床 

急性期 

５８．１万床 

一般病床 

１００．６万床 

療養病床 

３４．１万床 

【現 状：２０１３年】 

134.7万床（医療施設調査） 病床機能報告
123.4万床 

[2014年７月時点]＊ 

※１ パターンＡ：115万床程度、 パターンＢ：118万床程度、 パターンＣ：119万床程度 
     
※２ パターンＡ：24.2万床程度、パターンＢ：27.5万床程度、パターンＣ：28.5万床程度 
 
※３ パターンＡ：33.7万人程度、パターンＢ：30.6万人程度、パターンＣ：29.7万人程度  

ＮＤＢのレセプトデータ等を活用し、医療資源投入量
に基づき、機能区分別に分類し、推計 

医療資源投入量
が少ないなど、 
一般病床・療養
病床以外でも 
対応可能な患者
を推計 

入院受療率の地域差を縮小しつつ、慢性期医療
に必要な病床数を推計 

※ 地域医療構想策定ガイドライン等に基づき、一定の仮定を置いて、地域ごとに推計した値を積上げ 

＊ 未報告・未集計病床数などがあり、現状の病床数（134.7万床）とは
一致しない。 
 
   なお、今回の病床機能報告は、各医療機関が定性的な基準を参考
に医療機能を選択したものであり、 今回の推計における機能区分の考
え方によるものではない。 

医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会 
 第１次報告(H27.6.15) 資料を一部加工 
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都道府県の地域医療構想の策定の進捗状況 
                             （平成２８年８月３１日現在） 

＜構想策定の予定時期＞ 
○ 都道府県における地域医療構想の策定予定時期は、 
 ・「平成27年度中に策定済み」が12（26%） 
 ・「平成28年度（８月31日まで）に策定済み」が７（15％） 
 ・「平成28年度半ばの策定予定」が1６（34%） 
 ・「平成28年度中の策定予定」が1２（26%）   となっている  

 青森、岩手、栃木、千葉、静岡、滋賀、 
 大阪、奈良、岡山、広島、愛媛、佐賀 

 福島、茨城、新潟、富山、長野、 
 三重、京都、高知、福岡、長崎、
熊本、沖縄 

平成27年度中：12府県（26％） 

 北海道、宮城、秋田、山形、群馬、埼玉、神奈川、石川、愛知、兵庫、 
 鳥取、島根、徳島、香川、宮崎、鹿児島 

平成28年度中：12府県（26％） 

平成28年度半ば：16道県（34％） 

平成28年度（8月31日まで）：７都県（15％） 

 東京、福井、山梨、岐阜、和歌山、 
 山口、大分 



地域医療構想の実現プロセス 
１． まず、医療機関が「地域医療構想調整会議」で協議を行い、機能分化・連携を進める。 
   都道府県は、地域医療介護総合確保基金を活用。 
２． 自主的な取組や協議だけでは、機能分化・連携が進まない場合には、医療法に定められた都道府 
      県知事の役割を適切に発揮。 

STEP1   医療機関による自主的な取組と 
       「地域医療構想調整会議」での協議 

○ 病床機能報告制度等による現状と、地域医療構想 
 の将来の必要病床数を比較し、どの機能の病床が不 
 足しているか等を検討。 
 

○ それを基に、医療機関が自主的に病床の機能転換。  
 また、地域ごとの「地域医療構想調整会議」において、  
 医療機関相互の協議を行い、機能化・連携について 
 議論・ 調整。 

病床機能報告制度 
（現状の集計） 

地域医療構想 
（推計） 

比較 

地域医療構想 
調整会議 

協議 

STEP２「地域医療介護総合確保基金」により支援  
 都道府県は、「地域医療介護総合確保基金」を活用し
て、医療機関の機能分化・連携を支援。 
・ 病床機能の転換等に伴う施設整備・設備整備の補 
 助等を実施。 

STEP３ 都道府県知事による適切な役割の発揮 

 都道府県知事は、医療法上の役割を適切に発揮
し、 
機能分化・連携を推進。 
 
 
【医療法に定められている都道府県の権限】 
① 地域で既に過剰になっている医療機能に転換し 
 ようとする医療機関に対して、転換の中止の要請・ 
 勧告（民間医療機関）及び命令（公的医療機関） 
 
② 医療機関に対して、不足している医療機能を担う 
 よう、要請・勧告（民間医療機関）及び命令（公的医 
 療機関） 
 
③ 新規開設の医療機関に対して、地域医療構想の 
 達成に資する条件を付けて許可 
 
④ 稼働していない病床の削減を要請・勧告（民間医 
 療機関）及び命令（公的医療機関） 
  
 ※ ①～④の実施には、都道府県の医療審議会の意見を聴く等 
  の手続きを経る必要がある。 
 ※ 勧告や命令に従わない医療機関には 医療機関名の公表や 
   

自
主
的
な
取
組
や
協
議
だ
け
で
は
、 

機
能
分
化
・
連
携
が
進
ま
な
い
場
合 
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「地域医療構想」の実現に向けた今後の対応について  

○ 急性期中心の病棟から回復期（リハビリや在宅復帰に向けた医療）の病棟への転換など自主的な取組を進める必要。  
   ※ 回復期をはじめとして不足している医療機能を充足していくことが必要。 
 
○ その際に必要な施設・設備の整備は、「地域医療介護総合確保基金」により、補助を行い、病床転換を誘導。 
     
 ※「地域医療介護総合確保基金」（Ｈ28年度予算案は、1628億円（医療分904億円、介護分724億円）は、 
       １ 病床の機能分化・連携に関する事業  ２ 在宅医療の推進 

       ３  介護施設等の整備に関する事業    ４  医療従事者の確保に関する事業 

       ５  介護従事者の確保に関する事業 が対象。 

      医療分は、特に、１の「病床の機能分化・連携に関する事業」に重点的に配分。 
 
○ また、各機能の必要な看護師等の人数も異なることなどを踏まえ、転換に当たって妨げとならないような適切な診療報酬の設 
  定が必要。 

１．回復期の充実（急性期からの病床転換）等について 

○ 今後、都道府県が策定する「地域医療構想」の実現に向けて、以下の対応を図っていくことが必要。 
  １． 回復期の充実（急性期からの病床転換） 
  ２． 医療従事者の需給見通し、養成数の検討 
  ３． 慢性期の医療ニーズに対応する医療・介護サービスの確保について 

２．医療従事者の需給見通し、養成数の検討について 
○ 地域医療構想との整合性を確保しつつ、医療従事者の需給を見通し、その確保策、地域偏在対策等について検討する「医療

従事者の需給に関する検討会」を平成27年12月から開催。 
  ※ ①医師、②看護職員、③理学療法士・作業療法士のそれぞれに分科会を設置し、平成28年内を目途に最終的な報告書を取りまとめ。 

 
○ 医師については、平成29年度までの医学部定員の暫定増の取扱い及び地域偏在対策の論点に関する中間報告を５月末を目

途にとりまとめ、その後、地域偏在対策や今後の医学部定員の在り方等について検討。 
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３．慢性期の医療ニーズに対応する医療・介護サービスの確保について 

○ 今後１０年間の慢性期の医療・介護ニーズに対応していくため、全ての方が、その状態に応じて、適切な場所で適切な医  
  療・介護を受けられるよう、必要な慢性期の病床の確保とともに、在宅医療や介護施設、高齢者住宅を含めた医療・介護 
  サービスの確保が必要。病床の機能分化・連携の推進と同時に、こうした医療・介護サービスの確保を着実に進める。 

（１） 基金を活用した在宅医療、介護施設等の計画的な整備 

・ 「地域医療介護総合確保基金」を有効的に活用して、在宅医療・介護施設等を着実に整備。 
    
  ※「地域医療介護総合確保基金」  
    「在宅医療の推進に関する事業」「介護施設等の整備に関する事業」に活用して、整備を推進。 
 

・ 特に、平成３０年度から始まる第７次医療計画及び第７期介護保険事業（支援）計画には、必要なサービス見込み量を記載 
  し、計画的・整合的に確保。 
 

（２）慢性期の医療・介護ニーズに対応できるサービス提供体制の見直し 

・ （１）に加えて、厚生労働省に「療養病床の在り方等に関する検討会」を設置し、慢性期の医療ニーズに対応する今後の 
  医療・介護サービス提供体制について、具体的な改革の選択肢の整理等を実施。 
 
・ 今後、検討会の報告を踏まえ、社会保障審議会の部会において、制度改正に向けた議論を開始。 

基本的考え方 
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療養病床の在り方等に関する検討会 
目 的 

○ 本年３月に定められた地域医療構想ガイドラインでは、慢性期の病床機能及び在宅医療等の医療需要を一体と 
 して捉えて推計するとともに、療養病床の入院受療率の地域差解消を目指すこととなった。 
○ 地域医療構想の実現のためには、在宅医療等で対応する者について、医療・介護サービス提供体制の対応方針 
 を早期に示すことが求められている。 
○ 一方、介護療養病床については、平成29年度末で廃止が予定されているが、医療ニーズの高い入所者の割合が 
 増加している中で、今後、これらの方々を介護サービスの中でどのように受け止めていくのか等が課題となって 
 いる。 
○ このため、慢性期の医療ニーズに対応する今後の医療・介護サービス提供体制について、療養病床の在り方を 
 はじめ、具体的な改革の選択肢の整理等を行うため、本検討会を開催する。 

検討事項 

（１）介護療養病床を含む療養病床の今後の在り方 
（２）慢性期の医療・介護ニーズに対応するための（１）以外の医療・介護サービス提供体制の在り方 

構成員 

 

・池端 幸彦  （医療法人池慶会理事長・池端病院院長）  
・井上 由起子 （日本社会事業大学専門職大学院教授）  
・猪熊 律子 （読売新聞東京本社社会保障部部長） 
 遠藤 久夫 （学習院大学経済学部教授）  
・尾形 裕也 （東京大学政策ﾋﾞｼﾞｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ特任教授）  
・折茂 賢一郎 （中之条町介護老人保健施設六合つつじ荘センター長）  
・嶋森 好子  （慶応義塾大学元教授） 
・鈴木 邦彦 （日本医師会常任理事） 

・瀬戸 雅嗣 （社会福祉法人栄和会理事・総合施設長）  
 田中 滋 （慶応義塾大学名誉教授）  
・土屋 繁之 （医療法人慈繁会理事長）  
・土居 丈朗 （慶応義塾大学経済学部教授）  
・東 秀樹 （医療法人静光園理事長・白川病院院長）  
・松田 晋哉 （産業医科大学医学部教授） 
・松本 隆利 （社会医療法人財団新和会理事長） 
・武藤 正樹  （国際医療福祉大学大学院教授） 

今後のスケジュール（予定） 

○ 月に１～２回程度開催し、年内を目途に検討会としての報告をとりまとめ 
○ 年明け以降、検討会の報告を踏まえ、社会保障審議会の医療部会、介護保険部会等において、制度改正に向けた議論を開始。 

◎ 

○ 

（◎は座長、○は座長代理） 
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地域医療構想の実現に係る課題抽出の取組 
(地域医療構想策定ガイドラインより抜粋) 

 
ア）病床機能報告による現状と地域医療構想における必要病床数との比較 
 ⇒ 病床の機能の分化及び連携について、まずは病床機能報告制度によって、各医療機 
    関が担っている病床の機能の現状を把握・分析する。 
   (１)将来の医療需要を推計 ⇒ 地域医療構想策定支援ツール(必要病床推計ツール)を活用 

   (２)現時点と将来の医療需要との比較 ⇒ 病床機能報告制度を活用し上記と比較 
 
イ）病床の機能区分ごとにおける構想区域内の医療機関の状況の把握 
 ⇒ 主な疾患（がん、脳卒中、心筋梗塞等）に対応できる医療機関の分布や、提供されて 
    いる医療の内容に関する情報など、資料やデータに基づき検討 
   (１)患者の流出入の状況 ⇒ 二次医療圏別のNDB・DPCデータを活用(事例１) 

   (２)全国と県全体または二次医療圏別の診療実績比較 ⇒年齢調整標準化レセプト出現比を活用(事例２) 

   (３)各医療機関の診療実績 ⇒ＤＰＣデータを活用(事例３) 

   (４)患者の医療機関へのアクセス状況 ⇒ＤＰＣと移動時間の解析の活用(事例４-１、４-２) 

                                           

○ 地域の医療提供体制の現状を把握し、地域医療構想を実現する上での課題を 
  抽出することが重要。 
○ 課題を抽出するにはレセプトデータや消防庁などのデータを有効に活用。 
○ 抽出した課題を解決するためには、地域医療構想調整会議に参加する関係者等で、 
  データを基に認識を共有し、十分な議論を行うことが重要。 
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 地域医療構想の課題抽出に活用できるデータとその分析 

① ＮＤＢデータ 
 ・ 医療行為別の患者の流出入の把握 

   【分析例】二次救急を、患者住所地の医療圏で受けることができているかの確認 

② 年齢調整標準化レセプト出現比（ＳＣＲ） 
 ・ 地域ごとの疾患毎レセプトの出現状況を全国平均と比較 
       【分析例】さまざまなレセプトの出現頻度を他地域と比較することで不足する診療行為を確認 

③ ＤＰＣデータ 
 ・ 当該医療圏で欠けている医療機能はないかを確認（特に、５疾病５事業に関わる主要疾患） 

 ・ 各病院の機能が年度間で安定しているかを確認 

 ・ 圏域内の各病院の機能分化の状況を把握 

   【分析例】圏域内の各病院の診療パターンより、機能分化の度合いを確認 

④ アクセスマップと人口カバー率 
 ・ ＤＰＣの疾病分類ごとの治療を行う医療機関までの移動時間による解析 

   【分析例】DPCの疾患分類ごとに、患者の医療機関へのアクセスに係る課題を分析 

 

＊ その他にも、医療計画策定支援ツールなどを利用して、現状の医療提供体制とその課題に 

 ついて分析する。 22 



【解析例】 A県における虚血性心疾患に対するカテーテル治療の実施件数 

 ＮＤＢデータを基に、患者住所地と医療機関所在地の２つのデータから分析することにより、
医療圏別にみた患者の流出入の状況を把握し、医療圏における自己完結度を検討する。 
 次のグラフは、Ａ県における虚血性心疾患のカテーテル実施件数を示している。例えば、Ｅ医
療圏では、自医療圏でほとんどの当該医療行為を行っている。一方で、Ｆ医療圏では、自医療
圏のみでなく、他のＡ医療圏やＩ医療圏で当該医療行為を行っており、患者が流出していること
がわかる。 

（事例１）ＮＤＢデータを利用した患者の流出入について 
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 ある診療行為に係るレセプト数を地域の年齢・人口構成で補正した値（略称ＳＣＲ）を算出し、
地図上で可視化する。当該医療行為を全国平均と比較することで、各２次医療圏の医療提供体
制を相対評価する。 
 次の地図は、胃癌に対する内視鏡的手術件数のＳＣＲを２次医療圏ごとに塗り分けた。 

年齢調整標準化レセプト出現比(SCR)を用いた医療提供体制の評価（胃癌・内視鏡的手術） 

（事例２）レセプトを利用した医療提供体制の評価について 
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 ＤＰＣデータを用いて、医療機関ごとの患者数をＭＤＣ（臓器別の分類）別に集計したもの。 
 ほぼ診療科に対応しているＭＤＣ別に集計することによって、各医療機関の有する医療機能を
把握したり、地域で欠けている医療機能がないかを確認したりすることが可能。 

（事例３）ＤＰＣデータを利用した地域における医療提供体制の評価 
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（事例４）県境を超えた患者の医療機関へのアクセス 

 医療機関へのアクセスに関しては、自県内の医療圏別の分析だけでなく、県境については、
他県の医療機関へのアクセスも含めて検討する。 
 次の地図は、奈良県・和歌山県・大阪府の県間を含めた、急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞
の医療機関へのアクセスマップ。 

奈良県・和歌山県・大阪府・兵庫県における「急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞」の搬送時間別人口カバー率 

奈良県の一部には、和歌山
県の医療圏へのアクセス時
間が短い人口が分布するこ
とを示している（黒矢印）。 

大阪府 
奈良県 

和歌山県 
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３ 医療計画について 



医療計画の見直し等に関する検討会 

地域医療構想 

医療機能の分化・連
携と地域包括ケアシ
ステムの構築を一

体的に推進 

  平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

介護保険事業 
（支援）計画 

地域医療構想の策定 

                         第６次医療計画 

第６期介護保険事業計画 

 医療・介護制度および関連施策に係る検討会のスケジュール   

医療計画 
ワーキンググループでの議論 
（地域医療構想・地域包括ケア） 

第７期介護保険 
事業計画 

医療計画の
策定 

進捗管理およ

び適宜見直し 

介護保険事業（支
援）計画策定作業 

介護保険事業
計画基本指針 

第７次 
医療計画 
※第７次からは、
地域医療構想も
含めた一体的な
計画とする。 

関連施策に係る検討会 

総合確保 
方針改定 

医療介護 
総合確保促進法 

医療介護総合確保促進会議 

医療計画 
作成指針 

・医療従事者の需給に関す 
 る検討会 

・周産期医療体制のあり方に 
 関する検討会 

・これからの精神保健医療福 
 祉のあり方に関する検討会 

・がん診療提供体制のあり方 
 に関する検討会 



医療法の改正の主な経緯について 

改正年 改正の趣旨等 主な改正内容等 

昭和２３年 
医療法制定 

 終戦後、医療機関の量的整備が急務とされる中で、医療水準の確
保を図るため、病院の施設基準等を整備 
 

○病院の施設基準を創設 

昭和６０年 
第一次改正 

 医療施設の量的整備が全国的にほぼ達成されたことに伴い、医療
資源の地域偏在の是正と医療施設の連携の推進を目指したもの。 

○医療計画制度の導入 
 ・二次医療圏ごとに必要病床数を設定 

平成４年 
第二次改正 

 人口の高齢化等に対応し、患者の症状に応じた適切な医療を効率
的に提供するための医療施設機能の体系化、患者サービスの向上を
図るための患者に対する必要な情報の提供等を行ったもの。 

○特定機能病院の制度化 
○療養型病床群の制度化 
 

平成９年 
第三次改正 
 
 

 要介護者の増大等に対し、介護体制の整備、日常生活圏における
医療需要に対する医療提供、患者の立場に立った情報提供体制、医
療機関の役割分担の明確化及び連携の促進等を行ったもの。 

○診療所への療養型病床群の設置 
○地域医療支援病院制度の創設 
○医療計画制度の充実 
 ・二次医療圏ごとに以下の内容を記載 
   地域医療支援病院、療養型病床群の整備目標 
   医療関係施設間の機能分担、業務連携 

平成１２年 
第四次改正 
 

 高齢化の進展等に伴う疾病構造の変化等を踏まえ、良質な医療を
効率的に提供する体制を確立するため、入院医療を提供する体制の
整備等を行ったもの。 

○療養病床、一般病床の創設 
○医療計画制度の見直し 
 ・基準病床数へ名称を変更 

平成１８年 
第五次改正 
 

 質の高い医療サービスが適切に受けられる体制を構築するため、医療
に関する情報提供の推進、医療計画制度の見直し等を通じた医療機能の
分化・連携の推進、地域や診療科による医師不足問題への対応等を行っ
たもの。 

○都道府県の医療対策協議会制度化 
○医療計画制度の見直し 
 ・４疾病５事業の具体的な医療連携体制を位置付け 

平成２６年 
第六次改正 
 

 「社会保障・税一体改革大綱」に基づき、急性期をはじめとする医療機能

の強化、病院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充実等を
内容とする医療サービス提供体制の制度改革に取り組むこととされた 

○疾病・事業ごとのPDCAサイクル  
○5事業に加え、 在宅医療を重点事業に 
○ 精神疾患を既存の4疾病に追加し、5疾病となった 
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○ 各都道府県が、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定。 

○ 医療提供の量（病床数）を管理するとともに、質（医療連携・医療安全）を評価。 

○ 医療機能の分化・連携（「医療連携」）を推進することにより、急性期から回復期、在宅療養に至るまで、地域全体で切れ目な

く必要な医療が提供される「地域完結型医療」を推進。    

趣旨 

○ 新たに精神疾患を加えた五疾病五事業（※）及び在宅医療に係る目標、医療連携体制及び住民への情報提供推進策 
 

 

 

○ 地域医療支援センターにおいて実施する事業等による医師、看護師等の医療従事者の確保    

○ 医療の安全の確保   ○ 二次医療圏（※）、三次医療圏の設定   ○ 基準病床数の算定  等 

平成２５年度からの医療計画における記載事項 

※ 五疾病五事業･･･五つの疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患）と五つの事業（救急医療、災害時における医療、へき
地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む））をいう。災害時における医療は、東日本大震災の経緯を踏
まえて見直し。 

医療計画制度について 医療計画制度について 

【 医療連携体制の構築・明示 】 

◇ 五疾病五事業ごとに、必要な医療機能（目標、医療機関に求められる事項等）と各医療機能を担う医療機関の名称を医療計
画に記載し、地域の医療連携体制を構築。 

◇ 地域の医療連携体制を分かりやすく示すことにより、住民や患者が地域の医療機能を理解。 

◇ 指標により、医療資源・医療連携等に関する現状を把握した上で課題の抽出、数値目標を設定、施策等の策定を 
  行い、その進捗状況等を評価し、見直しを行う（疾病・事業ごとのPDCAサイクルの推進）。 

 
 

14 

※ 国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者流入・流出割合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明示し、見直しを促進。 



医療計画の内容 
医療計画作成指針（医療計画について（医政発0330第28号 平成24年3月30日）別紙） 

１ 医療計画の基本的な考え方 

医療計画作成の趣旨、基本理念、医療計画の位置づけ、期間等、医療計画を作成するに当たって、都道府県における基
本的な考え方を記載する。 

医療計画の前提条件となる地域の現状について記載する。 
（指標の例） 
地勢と交通、人口構造（その推移、将来推計を含む。）、人口動態（その推移、将来推計を含む。）、住民の健康状況、
住民の受療状況、医療提供施設の状況 

２ 地域の現状 

５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれについて、以下の内容を患者や住民にわかりやすいように記載する。 
(1) 患者動向や、医療資源・連携等の医療提供体制について把握した現状 
(2) 必要となる医療機能 
(3) 課題、数値目標、数値目標を達成するために必要な施策 
(4) 原則として、各医療機能を担う医療機関等の名称 
(5) 評価・公表方法等 
なお、記載に当たっては、公的医療機関及び社会医療法人の役割、歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割、薬
局の役割にも留意する。  

３ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれにかかる医療連携体制 

４ 疾病の発生状況等に照らして都道府県知事が特に必要と認める医療 



○ 地域医療対策協議会の議論の経過等及びその結果定められた施策 
○ 地域医療対策協議会の定めた施策に沿って臨床研修医を含む医師の地域への定着が図られるよう、例えば、地域
医療支援センター事業等の具体的な事業について記載する。 

○ 医療従事者の確保の現状及び目標について、可能な限り具体的に記載する。 

５ 医療従事者の確保 

６ 医療の安全の確保 

７ 基準病床数 

○ 地域医療支援病院の整備の目標 
○ その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目標 

５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれについて、それぞれの医療圏ごとに、都道府県が必要とする医療機能を
有する医療提供施設の施設、設備、症例数、平均在院日数等の実態調査を行い、その結果を踏まえ、不足している
医療機能についての整備の方法及び目標等について記載する。 

８ 医療提供施設の整備の目標 

障害保健対策、結核・感染症対策、臓器移植対策、難病等対策、歯科保健医療対策、血液の確保・適正使用対策、医
薬品の適正使用対策、医療に関する情報化、保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組などに考慮して、都道府県におけ
る疾病等の状況に照らして特に必要と認める医療等について、記載する。 

９ その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項 

設定した数値目標等を基に、施策の達成状況を検証し、次の医療計画の見直しに反映させることが求められることから、
施策の目標等 、推進体制と役割 、目標の達成に要する期間 、目標を達成するための方策 、 評価及び見直し 、 進捗状
況及び評価結果の広報・周知方法 をあらかじめ医療計画に記載する。 

１０ 施策の評価及び見直し 



指標等に関するこれまでの経緯 

第５次医療計画（平成20年～） 

第６次医療計画（平成25年～） 
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・ ４疾病・５事業を位置づけ 
・ 上記の医療提供体制を推進するためのＰＤＣＡサイクルを導入 
・ 現状把握のための指標や数値目標を例示 

―指標例：がん検診受診率、喫煙率、緩和ケア実施状況 等 
―数値目標例：基本方針第７に掲げる諸計画（がん対策推進計画等）に定められ

る目標を勘案 

・ 精神疾患及び在宅医療を追加し、５疾病５事業及び在宅医療を位置づけ 
・ 上記に伴い、指標を追加 
・ 医療計画の実効性を高めるため、また都道府県間の指標設定のばらつきを改善す
るため、 
―必須・推奨指標の提示 
―ＰＤＣＡサイクルの具体的手順へ「課題抽出」「施策」等を指針に追加 



都道府県 S P O 合計

A県 37 36 14 87

B県 39 32 13 84

C県 26 23 7 56

D県 3 2 0 5

E県 1 1 1 3

F県 0 2 1 3

上
位
３
県

下
位
３
県

都道府県ごとのSPO指標設定状況（上位・下位３県） 単位：件 

A県の実例（脳卒中） ※数値は目標値 

 Ｓ：t-PAを用いた血栓溶解療法が可能な病院数55ヶ所  

  Ｐ：t-PAを用いた血栓溶解療法の実施件数460件 

  Ｏ：年齢調整死亡率（人口十万対）  男49.6  女23.1 

B県の実例（救急）  ※数値は目標値 

 Ｓ：１時間以内に救命救急センターに搬送可能な地域の人口 

   カバー率83％ 

   Ｐ：救急搬送するまでに30分以上を要した件数（現状維持） 

   Ｏ：心肺停止患者の１ヶ月後の予後（3.3％より向上）  

平成２０年度厚生労働科学研究費補助金「医療計画におけるPDCAサイクルによるマネジメントに関する研究」 34 

（課題例）都道府県医療計画における数値目標の設定状況 
◯ 都道府県間が活用する指標の数や種類にばらつきが大きい 

Ｓ：Structure   医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標 

Ｐ：Process     実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標 

Ｏ：Outcome    医療サービスの結果としての住民の健康状態や満足度を測る指標 
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				都道府県 トドウフケン		S		P		O		合計 ゴウケイ

				A県 ケン		37		36		14		87

				B県 ケン		39		32		13		84

				C県 ケン		26		23		7		56

				D県 ケン		3		2		0		5

				E県 ケン		1		1		1		3

				F県 ケン		0		2		1		3
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1  情報の収集 

4 課題の
抽出 

1 現状の
把握 

2  医療機能の明確
化及び圏域の設定

に関する検討 

3 連携の
検討 

5 数値目
標 

6 施策 

7 評価 

8 公表 

3  連携の検討及び
計画への記載 

第５次指針 第６次指針 

○患者動向、医療資源・医療連携等に関する現状を把  
 握 

○指標例を参考に医療圏ごとの課題を抽出 

○二次医療圏を超えた患者受療動向等をもとに、疾病・ 
 事業ごとの圏域を設定 

○医療機能を明確化した上で、関係機関の連携を検討 
 し、医療機関等の名称を記載 

○各地域における医療提供体制の課題を解決するに当 
 たっての数値目標を設定 

○数値目標の達成及び各医療機能がより発揮されるた 
 めに行う施策を策定 

○評価を行う組織や時期を明記し、数値目標の達成状 
 況、施策の進捗状況を評価 

○指標、課題、数値目標、施策、評価等について、ホー 
 ムページ等で公表 

4  数値目標及び 
評価 

追加 

追加 

追加 

2 圏域の
設定 

第６次医療計画の指針「第３ 構築の具体的な手順」について 
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4 課題の
抽出 

1 現状の
把握 

3 連携の
検討 

5 数値目
標 

6 施策 

7 評価 

8 公表 

2 圏域の
設定 

1 情報の収集 

2  医療機能の明確
化及び圏域の設定

に関する検討 

3  連携の検討及び
計画への記載 

第５次指針 第６次指針 

【施策】 

【評価】 

 指標による現状把握により明らかとなった
課題に対応する形で、事後に定量的な比較
評価を行えるよう、地域の実情に応じた数
値目標を設定 

 数値目標を達成するために
必要な施策の立案及び実施 

 数値目標の達成状況、施策
の進捗状況の評価 

C 

D P A 

【指標による現状把握】 

【課題の抽出】 

計画を立てる
ための準備 

4  数値目標及び 
評価 

【改善】 

※指標は現状把握に用いるものであり、数値目標とは異なる 

※数値目標は、都道
府県が課題に対応し
て定めるものであり、
指標とは異なる。 

【数値目標】 

進捗状況に応じて数値目
標の再設定及び 
施策の見直し 

【ＰＤＣＡサイクル】 

「第３ 構築の具体的な手順」とPDCAサイクルの関係性について 

36 
目標設定（P）-施策・事業の実施（D）－目標・事業の達成状況の評価（C）－計画の見直し（A） 
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（好事例の紹介）高知県における指標を活用したＰＤＣＡサイクルの実例 

○ 周産期医療において、早産予防対策として早産に係る独自指標を設定し、ＰＤＣＡ 
  サイクルを推進した。 

県の超低出生体重児（1000g未満）の割合が全国比で高いことが判明（H24:全国0.3%、高知0.5%）。 
 独自指標： 
  三次周産期医療施設（２施設）への紹介事例のうち、妊娠28週以降まで妊娠を継続できた割合。 
 数値目標： 
  上記指標が、事業開始前後で比較して、改善していること。 

独自指標による現状分析と数値目標の設定 

ＰＤＣＡサイクル 
（P）施策の計画： 
 子宮頸管長が短縮している症例では、早産をきたす可能性が高くなると指摘されており、短縮が認め

られた症例については早期介入（安静指示、収縮抑制剤投与、高次医療施設への早期搬送等）を行う
ことで、早産防止効果が期待される。このため、県内の全妊婦に対して子宮頸管長を測定し早期介入
を行う事業を開始。 

（D）施策の実行： 
 妊娠中期における頸管長測定を妊婦健診に導入。 
（C）施策の評価 

 三次周産期医療施設への紹介事例のうち、妊娠28週以降まで妊娠を継続できた割合が、事業開始前
のH24と比較して改善。（H24：38.5% → H25：60.0% → H26：75.0%） 

（A）施策の改善： 
 指標の改善について、頸管長測定がもたらした効果及びその他の要因等を検証したうえで、今後の事

業の改善を図ることとする。 

出典：高知県からの聞き取りをもとに、事務局で作成 



事業開始前のH24と比較して上昇。 
（H24：38.5%→ H25：60.0%→ H26：75.0%） 

全妊婦に対して子宮頸管長を測定し、短縮があ
る症例については治療的介入 

4 課題の 
抽出 

1 現状の 
把握 

3 連携の 
検討 

5 数値 
目標 

6 施策 

7 評価 

8 公表 

2 圏域の 
設定 

指針 

【施策】 

【評価】 C 

D P 

【課題の抽出】 
 県の超低出生体重児（1000g未満）の割合が全国比で高いこと 
 （H24:全国0.3%、高知0.5%） 

指標の改善について、頸管長測定
がもたらした効果及びその他の要
因等を検証したうえで、今後の事業
の改善を図る 
【ＰＤＣＡサイクル】 

「第３ 構築の具体的な手順」におけるＰＤＣＡサイクルと好事例の関係性 

38 目標設定（P）-施策・事業の実施（D）－目標・事業の達成状況の評価（C）－計画の見直し（A） 

独自指標： 
 三次周産期医療施設への紹介事例のうち、妊娠28週以降まで妊娠を継続できた割
合 

【数値目標】 
 上記独自指標が、事業開始前後で比較して、改善していること 

【改善】 A 

出典：高知県からの聞き取りをもとに、事務局で作成 
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研究班による都道府県のアンケート調査結果（救急）  脳卒中の医療体制構築に係る現状把握のための指標例 

  救護 救命医療 入院救急医療 初期救急医療 救命期後医療 

ストラク
チャー指

標 

◎ 
救急救命士の数 

救急医療に携わる医師数、看護師数、薬剤師数、放射線技師数   
  

【救急・救助の現状】   

  医療従事者の救急蘇生法講習の受講率 ◎ 
救命救急センターの数 

◎ 
２次救急医療機関の数 

◎ 
初期救急医療施設の数     

【医療施設調査】【救急医療体制調査】 【救急医療体制調査】 【医療施設調査】     

◎ 
住民の救急蘇生法講習の受講率 

◎ 
特定集中治療室を有する病院数・病
床数   

医療従事者の2次救命処置講習の受
講率 

    

【救急・救助の現状】 【医療施設調査】     

○ 
ＡＥＤの公共施設における設置台数         
【都道府県調査】         

◎ 
救急車の稼働台数           
【救急・救助の現状】           

◎ 
救急救命士が同乗している救急車の割合           
【救急・救助の現状】           

○ 
地域メディカルコントロール協議会の開催回数   

  
  

  
  

【都道府県調査】       

◎ 
救急患者搬送数           
【救急・救助の現状】           

プロセス
指標 

  
救命の現場に居合わせた者による救命処置実
施率 

◎ 
都道府県の救命救急センターの充実
度評価Ａの割合   

  
◎ 

一般診療所のうち、初期
救急医療に参画する機
関の割合 

○ 
救急搬送患者の地域連携受
入件数 

【救命救急センターの評価結果】 【医療施設調査】 【ＮＤＢ】 

◎ 
心肺機能停止傷病者全搬送人員のうち、一般市
民により除細動が実施された件数 

                

【救急・救助の現状】                 
  

一般市民のＡＥＤ使用症例の事後検証実施率 
                

                  

  救急救命士によって行われる特定行為の件数   
  

  
          

          

◎ 
救急要請（覚知）から救急医療機関への搬送までに要した平均時間             

【救急・救助の現状】             

  １時間以内に救命救急センターに搬送可能な地域の人口カバー率 
        
        

  救命救急センターにおいて、消防機関からの救急搬送受入要請に対して実際に受け入れた
患者の割合（救急搬送応需率） 

        
        

◎ 
救急車で搬送する病院が決定するまでに、要請開始から３０分以上、あるいは４医療機関以上に要請を行った件数、全搬送件数に占める

割合（受け入れ困難事例） 
    

【22年度中の救急搬送における医療機関の受入状況実態調査】     

  二次輪番病院の輪番日における、消防機関から
の救急搬送受入要請に対して実際に受け入れ
た患者の割合 

      二次輪番病院の輪番日における、消
防機関からの救急搬送受入要請に対
して実際に受け入れた患者の割合 

    

            

  地域メディカルコントロール協議会で事後検証を
行った症例数 

            
                  

アウトカ
ム指標 

◎ 
心肺機能停止患者の1ヶ月後の予後     

【救急・救助の現状】     
◎：必須指標、○：推奨指標 

凡例 
有用 

使用していない、しづらい 



協議の場（地域医療構想調整会議）の役割 

参考：地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号）により導入 

医療法（抄） 
 
第三十条の十四 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域 
 （第三十条の十六第一項において「構想区域等」という。）ごとに、診療に関する学識経験者 
 の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者（以下この条において「関係者」と 
 いう。）との協議の場（第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。）を設け、 
 関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するた 
 めの方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行う 
 ものとする。  
２ ・３（略） 

 協議の場（以下「調整会議」という。）の担う役割として、大きく以下の３つに分類
することができるのではないか。 
 ① 医療機能の役割分担 
 ② 病床機能分化・連携に向けた方策の検討 
 ③ 地域住民への啓発 
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調整会議の進め方について 
地域医療構想策定ガイドライン（抜粋・一部改変） 

  議論の進め方の例として以下のように示している。 
ⅰ 地域の医療提供体制の現状と将来目指すべき姿の認識共有 
  地域医療構想で推計した将来の医療需要や病床機能報告のデータを基に関係者で
認識を共有。 
  
ⅱ 地域医療構想を実現する上での課題の抽出 
 地域の医療提供体制の現状を踏まえ、地域医療構想を実現していく上での課題につ
いて議論。 
  
ⅲ 具体的な病床の機能の分化及び連携の在り方について議論 
 医療機能の充足状況に応じて、各病院等がどのように役割分担を行うか等について
議論。 
  
ⅳ 地域医療介護総合確保基金を活用した具体的な事業の議論 
 ⅲで議論して合意した事項を実現するために必要な具体的事業について地域医療総
合確保基金の活用も視野に入れ議論。 

議論の進め方 
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調整会議の役割を踏まえた議論する内容及び進め方の整理 
 地域医療構想策定ガイドラインを踏まえ、調整会議の役割に応じて議論する内容及び進め方に
ついて、次のように整理することとしてどうか。 

① 医療機能の役割分担 

１ 構想区域における将来の医療提供体制を構築していくための方向性の共有 

 

＜公的医療機関等の役割の明確化＞ 

 

（１） 将来の医療提供体制を構築していくための方向性を共有するため、まずは、病床規模が比
較的大きい２００床以上の病院であって、地域における救急医療や災害医療等を担う医療機関
が、どのような役割を担うか明確にすることとが必要。 

   その際に、次の内容を踏まえ、調整会議の場で優先的に検討を進めることとしてはどうか。 
   ① 新公立病院改革ガイドラインに基づく公立病院改革 
   ② 公的医療機関等（※１）が担う医療機能 
   ③ 国立病院機構が策定する計画 
   ④ 地域医療支援病院及び特定機能病院が担う医療機能 など 
   
   また、必要に応じて、医療法第30条の16に規定される権限の行使も視野に入れ、各医療機関

の役割の明確化を議論することとしてはどうか。 
 

※１：公的医療機関等：医療法第３１条に定める公的医療機関（都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者（地方独立行政法人、
日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会等）の開設する医療機関）及び医療法第７条の２

第１項２号から８号に掲げる者（共済組合、健康保険組合、地域医療機能推進機構等）が開設する医療機関 
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１ 構想区域における将来の医療提供体制を構築していくための方向性の共有 

 

＜上記以外の医療機関の役割の明確化＞ 

 

（２） 上記の検討を行い方向性を共有した上で、比較的病床規模の小さい医療機関等につい
ては、これらの医療機関との連携や、これらの医療機関が担わない医療機能（例えば、重症
心身障害児に対する医療等）や、地域の多様な医療ニーズを踏まえ、それぞれの役割を明
確化することとしてはどうか。 

 
＜将来に病床機能の転換を予定している医療機関＞ 
（３） 病床機能報告においては、６年後の病床機能も報告されていることから、将来に病床機能

の転換を予定している医療機関についても、その転換の内容が地域医療構想の方向性と整
合性のあるものとなっているか確認することが必要。 

 
（４） このほか、地域の住民が望む医療へのかかり方等を聴取し、ニーズを把握することも必要。 

 
（５） 上記の検討結果を踏まえて、構想区域ごとの将来の医療提供体制を構築していくための

方向性を定め、関係者間で共有する。 

調整会議の役割を踏まえた議論する内容及び進め方の整理 

① 医療機能の役割分担 
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調整会議の役割を踏まえた議論する内容及び進め方の整理 

① 医療機能の役割分担 
２ 新規に地域医療に参入してくる医療機関や、増床を行い規模の拡大を行う医療機関等へ
の対応 

 

（１） 今後、高齢化が急速に進み、医療需要の増加が大きく見込まれる地域においては、増
床等の整備の必要が生じる。この場合においても、共有した方向性を踏まえ、将来の医療
提供体制を構築するために、医療法第７条第５項の行使も視野に入れ、今後必要となる医
療機能を担うことを要請していく必要がある。 

（２） また、新規に参入してくる医療機関に対しては、病院の開設の許可を待たず、調整会議
への出席を求め、方向性を踏まえ、地域に必要な医療機能等について、理解を深めてもら
うよう努める必要がある。 

（３） この他、病床機能を転換する計画等が明らかとなった医療機関については、その方向
性が地域医療構想と整合性のあるものとなっているか、適宜、検討する必要がある。 

 
３ 方向性を共有した上での病床機能分化・連携の推進 

 

（１） 共有した方向性を踏まえ、各医療機関は将来の担うべき医療機能に向けた病床機能等
の転換や、既存の機能の充足を図る。  

（２） 進捗状況については、毎年の病床機能報告の結果を、構想区域の関係者間で共有し、
方向性と明らかに異なる機能の転換等を行う医療機関については、医療法第30条の15の
行使も視野に入れた対応の検討を行う。 
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調整会議の役割を踏まえた議論する内容及び進め方の整理 
② 病床機能分化・連携に向けた方策の検討 

１ 将来の医療提供体制を実現するために必要な事項の検討 
 共有した方向性を踏まえ、地域における病床機能の分化・連携を図るにあたり、各医療機関がど
の病床機能に今後機能転換するかを明確にするとともに、次のような事項についても検討する。 

 

（明確化すべき事項の例） 
 ・ 不足又は充足すべき医療機能について、将来の医療需要の動向を見据え、整備すべきストラ

クチャー、マンパワー等の見込み 
 ・ より質の高い医療を提供するため、地域連携パス等にかかわる関係者間の役割 
 など 
 
２ 実現するための方策の検討 

（１） 各医療機関の有する医療資源を基に、対応が必要な事項について、ストラクチャーの共同
利用や、連携によるマンパワーを補う方法等を検討 

 

（検討内容の例） 
 ・ 回復期機能を担う医療機関における、PT・OT等の職種の確保 
 ・ 医療機能を転換する場合の看護職員等の計画的な雇用 など 

 

（２） 既存の医療資源だけでは対応できない事項については、財政的支援の必要性等を検討し、
地域医療介護総合確保基金の都道府県計画への反映について検討 
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調整会議の役割を踏まえた議論する内容及び進め方の整理 

③ 地域住民への啓発 

１ 共有した方向性を踏まえた、医療へのかかり方の周知 
 
（１） 共有した方向性を踏まえ、住民に対し、今後の地域における医療提供体制をどのように構築

していくかの理解を深めることが必要。 
そのため、地域医療構想調整会議で行われている議論について、広く住民に伝え、地域にお

ける医療提供体制の課題等の共有を図るため、議事の内容等をホームページ等を通じて、情
報提供することも必要ではないか。 

   その他、例えば、次のような内容について、積極的に地域住民に対して情報提供等を行うこと
も必要ではないか。 

 
（地域住民と共有する事項の例） 
   ・ かかりつけ医を持つことなどを通じた、外来受診等の在り方 
   ・ 専門的な医療が必要な病気に罹患した場合の、構想区域を超えて提供される医療 
  など 
 
（２） また、構想区域における、急性期疾患の罹患から、治療、リハビリ、在宅復帰までの各医療

機関の役割分担を示すことで、医療提供体制に関する、患者の理解を深める。 



４ 在宅医療の推進について 
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千人 

実績値 

           出典）平成22年までは厚生労働省 「人口動態統計」 

              平成23年以降は国立社会保障・人口問題研究所 「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」(出生中位・死亡中位) 

推計値 

平成52年（2040年） 
約167万人 

死亡数の年次推移 
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9.1 （病院） 

75.6 （病院） 

2.6 （診療所） 2.2 （診療所） 

1.9 （介護老人保健施設） 

5.3 （老人ホーム） 

82.5 （自宅） 

12.9 （自宅） 

5.9 （その他） 

2.2 （その他） 0

20

40

60

80

100

昭和 
26年 

30 35 40 45 50 55 60 平成 
2年 

7 12 17 22 25

病院 診療所 介護老人保健施設 老人ホーム 自宅 その他 

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」 

［ ％ ］ 

※ 老人ホームとは、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをいう。 
   平成６年までは、老人ホームでの死亡は、自宅又はその他に含まれている。 

死亡場所の推移 
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退院の許可が出た場合の入院患者の自宅療養の見通し 

 「自宅で療養できない」と回答した者について  
自宅療養を可能にする条件（複数回答） （％） 

平成26 年受療行動調査 

55% 
24% 

4% 14% 3% 

自宅で療養できる 自宅で療養できない 

療養の必要がない わからない 

無回答 

40.6 
35.4 

27.9 
25.5 

24.6 
24.1 

23.6 
21.4 

19.8 
12.2 

5.8 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

入浴や食事などの介護が受けられるサービス 
家族の協力 

療養に必要な用具（車いす、ベッドなど） 
療養のための指導（服薬・リハビリ指導など） 

医師、看護師などの定期的な訪問 
緊急時の病院や診療所への連絡体制 

その他 
通院手段の確保 

療養のための改築（手すりの設置など） 
どの条件が整えばいいのかわからない 

無回答 

 退院の許可が出た場合の入院患者の 
  自宅療養の見通し（入院患者に対する質問、n=53,298） 
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在宅患者訪問診療の算定件数（月間）※2、75歳以上人口比率の推移 
（件／月） 

（H26） 

198,166  
224,903  

272,540  
349,698  

301,562  

449,315  
439,833  

544,012  

645,992  
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訪問診療 

75歳以上人口 

（H20） （H23） 
2025 
(H37) 

推計 

出典：2014年以前は社会医療診療行為別調査（厚生労働省）、人口動態統計（厚生労働省） 
   2025年の75歳以上人口比率は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果 
    

○ 慢性期医療の地域差解消等による、いわゆる追加的な30万人とは別に、高齢化の進展により、訪問診療が必要な患者は 
 今後も増加することが見込まれる。 
  （注）これに加え、慢性期医療の地域差解消等により、在宅医療等（※1）で追加的に 

    対応が必要な需要が最大で30万人。 
    ※1 在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、 
     有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことが 
     できる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指す。 

※2  各年６月の１か月間（月間）の算定件数 

在宅医療を受ける患者の今後の動向  

18.1％ 

 



○入院医療機関と在宅医療  
に係る機関との協働による 
退院支援の実施 

①退院支援 

  

○  在宅療養者の病状の急変時における緊急
往診体制及び入院病床の確保 

     

③急変時の対応 

②日常の療養支援 

○ 多職種協働による患者や家族の生活を 

 支える観点からの医療の提供 

○ 緩和ケアの提供 

○ 家族への支援 

○住み慣れた自宅や介護施設
等、患者が望む場所での看
取りの実施 

④看取り 

急変 

 

 
  ○①～④の機能の確保にむけ、必要な連携を担う役割 
   ・地域の関係者による協議の場の開催   
   ・包括的かつ継続的な支援にむけた関係機関の調整  
   ・関係機関の連携体制の構築 等 

～ 「在宅医療の体制構築に係る指針」による在宅医療提供体制のイメージ ～ 

 
  ○①～④の機能の確保にむけ、積極的役割を担う 
    ・自ら24時間対応体制の在宅医療を提供 
   ・他医療機関の支援 
   ・医療、介護の現場での多職種連携の支援 

  在宅医療において積極的役割を担う医療機関  在宅医療に必要な連携を担う拠点 

 ・病院、診療所（歯科含む） ・薬局  

 ・訪問看護事業所 ・居宅介護支援事業所 

 ・地域包括支援センター 

 ・短期入所サービス提供施設  等 

 医療計画には、各機能を担う 

 医療機関等の名称を記載 

 多職種連携を図りつつ、24時間体制で在宅医療を提供 

○ 在宅医療の体制については、都道府県が策定する医療計画に、地域の実情を踏まえた課題や施策等を記載。 
○ 国は「在宅医療の体制構築に係る指針」を提示し、都道府県が確保すべき機能等を示している。 

在宅医療の体制について 

在宅医療の提供体制に求められる医療機能 

・在宅療養支援診療所 

・在宅療養支援病院  等 

・医師会等関係団体 

・保健所  ・市町村  等 

圏域は、二次医療圏にこだわらず、
市町村単位や保健所圏域など、地域
の資源の状況に応じて弾力的に設定 
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在宅医療を受ける患者の動向 

○ 訪問診療を受ける患者は、大幅に増加。往診の患者は横ばい。 
○ 訪問診療を受ける患者の大半は75歳以上の高齢者であるが、小児や成人についても一定程度存在し、その数は増加傾向。 
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在宅患者訪問診療料、往診料の算定件数推移          

（レセプト件数/月） 

出典：社会医療診療行為別調査（厚生労働省） 
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0
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700,000
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訪問診療 

往診 

  
2008 
（H20） 

2011 
（H23） 

2014 
（H26） 

計 272,540 449,315 645,992 

0-4歳 
0 38 448 

(0.0%) (0.0%) (0.1%) 

5-19歳 
0 1,085 1,046 

(0.0%) (0.2%) (0.2%) 

20-39歳 
2,502 3,499 3,770 
(0.9%) (0.8%) (0.6%) 

40-64歳 
12,443 23,074 19,004 
(4.6%) (5.1%) (2.9%) 

65-74歳 
31,488 35,384 46,713 
(11.6%) (7.9%) (7.2%) 

75-84歳 
93,044 152,390 192,807 

(34.1%) (33.9%) (29.8%) 

85歳以上 
133,063 233,845 382,204 

(48.8%) (52.0%) (59.2%) 
（H20） （H23） 

在宅患者訪問診療の年齢階級別の構成比 

（レセプト件／月、％） 

  訪問診療：患者宅に計画的、定期的に訪問し、診療を行うもの 
  往診 ：患者の要請に応じ、都度、患者宅を訪問し、診療を行うもの 



○ 医療保険、介護保険ともに、訪問看護の利用者数は増加している。 
○ 医療保険の訪問看護利用者数は、どの年齢層も増加している。 
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30～39歳 

20～29歳 

10～19歳 

 0～9歳 

■訪問看護利用者数の推移 ■医療保険の年齢階級別利用者数の推移 

出典：介護保険：介護給付費実態調査（各年5月審査分）、医療保険：保険局医療課調べ（平成13年のみ8月、他は6月審査分より推計）（平成27年は暫定値） 

注）介護保険の利用者数には、病院・診療所からの利用者数も含まれる。 

訪問看護ステーションの利用者について 
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○ 在宅での看取りを行っている医療機関の数は年々増加しているが、病院、診療所ともに全体の約５％に留まっている。 
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（施設数） 
3.4% 3.6% 4.7% 

0.0%

5.0%

10.0%

在宅での看取りを行う医療機関数の推移  

在宅医療の提供体制 ～看取り～  

診療所 病院 

 

(H26) (H26) (H23) (H23) (H20) (H20) 

診療所全体（※）に占める割合 

（施設数） 

（構成比） （構成比） 

在宅看取りを行う診療所の数 

在宅看取りを行う病院の数 

病院全体に占める割合 

出典：医療施設調査（厚生労働省） 

（※）保険診療を行っていないものを除く 



【趣旨】 
○地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅医療にかかる人材育成の取組は今後も一層活発化することが見込まれる。 
○国において、将来の講師人材の不足や質の格差などの問題に対処し、地域の取組を財政面以外でも支えていくため、 在宅医療
に関する専門知識や経験を豊富に備え、地域で人材育成事業を支えることのできる高度人材を育成する。 

  

【事業概要】 
○平成27年度事業では、高齢者に対する在宅医療及び小児等に対する在宅医療に着目し、それぞれについて人材育成プログラムの
開発を行っており、同プログラムを活用した人材育成を引き続き実施する。 

○また、平成28年度は新たに「訪問看護」の領域を追加し、研修プログラム開発、人材育成に取り組む。 

■在宅医療・訪問看護ハイレベル人材養成事業 

在宅医療 

（高齢者） 

訪問看護 
小児等 

在宅医療 

NEW 

国（研究機関、学会等） 

地域医療介護総合 
確保基金を活用し、 
在宅医療に係る 
人材育成を実施 

都道府県・市町村 

（参考） 
 平成26年度基金における在宅医療分野
への交付額 206億円 

３分野の連携を
意識したプログ
ラム作り 

在宅医療の主要な３分野
に特化して、それぞれ高
度な人材を育成 

NEW 

H27～ 在宅医療（高齢者） 

 
 
◆職能団体、学会、研究機関等が連携し、人材育成研修プログラムを作成。   
同プログラムを活用し、実際に人材を育成。 

◆育成した人材を地域に紹介し、活用いただく。また各地域での研修活動を通じ
て、在宅医療推進にかかる課題を収集する。 

◆また育成した人材を通じて地域に解決策を提案する。 

H27～ 小児等在宅医療 
H28～ 訪問看護 

平成28年度予算案 16百万円 

NEW 
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4,980  6,008  6,679  7,007  7,298  7,622  
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43.0 
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7.7 

5.2 

5.1 
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3.2 
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39.4 
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業務多忙で、全員のケアプランを十分に作成できない 

利用者・家族の意見を十分に聞く時間がない 

課題を抽出し、長期目標・短期目標をたてるのが難しい 

利用者と家族の意見に違いがあり、調整が難しい 

利用者や家族の意見と、ケアマネジャーの意見に違いがあり、調整… 

必要なサービスが地域に不足している 

サービス提供事業者を探すのに時間がかかる 

事業所の併設サービス等をケアプランに入れるような事業所の方針… 

医師との連携が取りづらい 

介護保険以外のインフォーマルなサービスが不足している 

指導・監査を前提にしてサービスを調整してしまう 

その他 

無回答 

医療系（N=572) 

介護系（N=1242) 

○ 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく（図１）。 
○ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく（図２）。  
○ 在宅医療・介護を推進するには、地域における医療・介護の関係機関の連携が重要であるが、現状では、訪問診療を提供し
ている医療機関の数も十分とは言えず（図３）、また、連携も十分には取れていない（図４）。 

280万人 
（9.5％） 

345万人 
（10.2％） 

410万人 
（11.3％） 

470万人 
（12.8％） 

0

100

200

300

400

500

2010年 2015年 2020年 2025年 （万人） 

出典：「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について（厚生労働省） 

（図２）世帯数 （図１）「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者の数
と65歳以上高齢者に占める割合 

（世帯） （％） 

出典：日本の世帯数の将来推計（全国推計）（社会保障・人口問題研究所） 

箇所 対全数の 
割合（％） 

病院 2,407 28.0 

診療所 19,950 20.0 

訪問看護ステーション 5,815 － 

出典：病院、診療所 「医療施設調査（静態）」（平成23年）（厚生労働省） 
    訪問看護ステーション 「介護給付費実態調査」（平成23 年）（厚生労働省） 

（図３）訪問診療を実施している医療機関 

出典：居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の実態に関する調査報告書（平成21年度老人保健健康増進等事業） 

（図４）ケアマネジャーが困難に感じる点 
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在宅医療・介護の推進に当たっての課題 



在宅医療・介護連携推進事業（介護保険の地域支援事業、平成２７年度～） 

 地域の医療機関の分布、医療機能
を把握し、リスト・マップ化 

 必要に応じて、連携に有用な項目
（在宅医療の取組状況、医師の相
談対応が可能な日時等）を調査 

 結果を関係者間で共有 

（ア）地域の医療・介護の資源の把握 

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と 
   対応策の検討 

 地域の医療・介護関係者等が参画する会議を
開催し、在宅医療・介護連携の現状を把握し、
課題の抽出、対応策を検討  

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

 医療・介護関係者の連携を支援するコーディ
ネーターの配置等による、在宅医療・介護連携
に関する相談窓口の設置・運営により、連携の
取組を支援。 

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援 

 情報共有シート、地域連携パス等の活用
により、医療・介護関係者の情報共有を
支援 

 在宅での看取り、急変時の情報共有にも
活用  

（キ）地域住民への普及啓発 

  地域住民を対象に
したシンポジウム等
の開催 

 パンフレット、チラ
シ、区報、HP等を
活用した、在宅医
療・介護サービスに
関する普及啓発 

 在宅での看取りにつ
いての講演会の開催
等  

（カ）医療・介護関係者の研修 

 地域の医療・介護関係者がグループワーク等を
通じ、多職種連携の実際を習得 

 介護職を対象とした医療関連の研修会を開催 
等 

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制
の構築推進 

 
 

 
 

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅
医療・介護サービスの提供体制の構築を推進 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区
町村の連携 

 
 
 

◆同一の二次医療圏内にある市区町村や隣
接する市区町村等が連携して、広域連携
が必要な事項について検討 

○事業項目と取組例 

○ 在宅医療・介護の連携推進については、これまで医政局施策の在宅医療連携拠点事業（平成23・24年度）、在宅医療推進事業（平成
25年度～）により一定の成果。それを踏まえ、介護保険法の中で制度化。 

○ 介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市区町村が主体となり、郡市区医師会等と連携しつつ取り組む。 
○ 実施可能な市区町村は平成27年4月から取組を開始し、平成30年4月には全ての市区町村で実施。 
○ 各市区町村は、原則として（ア）～（ク）の全ての事業項目を実施。 
○ 事業項目の一部を郡市区医師会等（地域の医療機関や他の団体を含む）に委託することも可能。 
○ 都道府県・保健所は、市区町村と都道府県医師会等の関係団体、病院等との協議の支援や、都道府県レベルでの研修等により支援。国
は、事業実施関連の資料や事例集の整備等により支援するとともに、都道府県を通じて実施状況を把握。 
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１．目標設定について 
  
 ○ 増大する慢性期の医療・介護ニーズに確実に対応していくため、地域医療構想による慢性期・在宅医

療等の需要推計を踏まえ、地域の医療機関で対応すべき在宅医療のニーズや、目標とする提供体制
（必要な医療機関数やマンパワーなど）について、考え方の記載を求める必要がある。  

 
 ○ 目標とする提供体制の検討にあたっては、 
   ・在宅医療サービスと一部の介護サービスが相互に補完する関係にあることや、 
   ・現状の介護保険施設等の整備状況は地域の実情に応じて異なること 

に鑑み、都道府県や市町村関係者による協議の場を設置した上で、介護保険事業計画における整備目
標と整合的な目標を検討するよう求める必要がある。 
 

 ○ その際、都道府県や市町村関係者の協議が実効的なものとなるよう、例えばサービス付き高齢者向け
住宅の整備計画や療養病床の動向など、在宅医療の提供体制を考える上で地域において留意すべき
事項や協議の進め方について、今後、国において整理し、都道府県に示していくことが重要である。 

  

見直しの方向性について（案） ① 

○ 前回のワーキンググループにおける議論を踏まえ、在宅医療に係る見直しの方向性について、
以下のとおり整理してはどうか。 
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２．指標について 
 
 ○ 在宅医療に必要な医療機能を確実に確保していくため、各医療機能との関係が不明瞭なストラク

チャー指標を見直した上で、医療サービスの実績に着目した指標を充実する必要がある。 
 
 ○ また、医療・介護の連携体制について把握するための指標や、高齢者以外の小児や成人に係る在宅

医療の体制について把握するための指標を充実する必要がある。 
 
 ○ さらに、在宅で看取りまで実施した症例のみに評価が偏重することのないように、在宅死亡者数のみが

アウトカム指標として設定されている点について、看取りに至る過程を把握するための指標を充実する
等、見直しを行う必要がある。 

 
 ○ なお、具体的な追加指標等については、上述の趣旨を踏まえつつ、今後、既存調査によるデータ取得

が可能か、また継続的なデータ取得が可能かといった点を確認した上で、決定していくこととする。 
 
  （参考） 新たな指標の例 
    ・在宅患者訪問診療料、往診料を算定している診療所、病院数 
    ・24時間体制を取る訪問看護ステーションの数 
    ・歯科訪問診療料を算定している診療所、病院数 
    ・在宅患者訪問薬剤管理指導料（診療報酬）、居宅療養管理指導費（介護報酬）を算定している薬局、

診療所、病院数 
    ・退院支援加算を算定している病院､診療所数    等 
 
 
 
 
 

見直しの方向性について（案） ②  
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３．施策について 
 
 ○ 効果的な施策を講じるためには、在宅医療にかかる圏域の設定と、課題の把握を徹底するよう求める

必要がある。 
 
 ○ また、在宅医療の提供者側に対する施策のみに偏重しないよう留意する必要がある。 
     在宅医療の提供者以外への施策については、例えば、自らの療養方針の選択に資するよう地域住民

に対する普及啓発の実施、積極的な退院支援に資するよう入院医療機関に対し在宅医療で対応可能
な患者像についての研修の実施などが挙げられる。  

 
 ○ 医療と介護の連携を推進する観点からは、地域支援事業の在宅医療・介護連携推進事業を担う市区

町村との連携が重要である。連携にあたっては、地域の医療に精通した医師会等との連携や保健所の
活用により、介護や福祉を担う市区町村への支援を行っていく視点が必要である。 

 
 ○ また、在宅医療・介護連携推進事業にかかる８つの取組の中でも、医療に係る専門的・技術的な対応

が必要な「（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進」や「（オ）在宅医療・介護連携
に関する相談支援」、二次医療圏等の広域の視点が必要な「（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市
区町村の連携」などが特に対応が必要な取組と考えられる。これらの取組については、在宅医療にかか
る圏域毎の課題に鑑みて、医療計画に記載して確実に達成するよう支援するなど、重点的な対応の視
点が必要である。 

     
  

見直しの方向性について（案） ③  



 
 
  

都道府県 

全国在宅医療会議 

               

在宅医療提供者 

 日本医師会  ◆ 日本歯科医師会 

 日本薬剤師会 ◆ 日本看護協会 
 日本理学療法士協会 ◆ 日本作業療法士協会 
 日本介護支援専門員協会 
 日本医療社会福祉協会           

 国立長寿医療研究センター 
 国立成育医療研究センター 
 東京大学高齢社会総合研究機構 
 国立社会保障・人口問題研究所 

 日本在宅医療学会 
 日本在宅医学会 
 日本プライマリ・ケア連合学会 
 日本老年医学会 
 日本小児科学会 
 日本在宅栄養管理学会 

＜研究機関＞ 

厚生労働省 

 全日本病院協会  ◆ 日本慢性期医療協会 
 全国老人保健施設協会 
 全国在宅療養支援診療所連絡会 
 全国在宅療養支援歯科診療所連絡会 
 全国薬剤師・在宅療養支援連絡会 

 日本訪問看護財団   ◆ 全国訪問看護事業協会 
 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク 
 日本ホスピス・在宅ケア研究会 

地域包括ケアシステムを支える在宅医療の推進を目的として、全国レベルで在宅医療提供者、学術関係者、行政が、それぞれの知見を
相互に共有し、連携して実効的な活動をしていくための基本的な考え方を共有する。 

＜ 基本的な考え方（案）＞ 
1. 在宅医療に係る対策を実効性のあるものとして推進するため、必要な協力体制を構築し、関係者が一体となって対策を展開する。 
2. 在宅医療の普及の前提となる国民の理解を醸成するため、国民の視点に立った在宅医療の普及啓発を図る。 
3. エビデンスに基づいた在宅医療を推進するため、関係者の連携によるエビデンスの蓄積を推進する。 

 全国在宅医療会議の目的 

学術関係者 行政 
＜職能団体＞ 

＜事業者団体＞ 
＜学会＞ 

 日本在宅ケアアライアンス 
市区町村 

 在宅医療推進会議 

「全国在宅医療会議」の設置 

○平成28年7月6日に、在宅医療に関わるサービス提供者、学会、行政の代表者で構成する「全国在宅医療会
議」の第１回会議を開催。今後、産官学が連携し、国民の視点に立った普及啓発策等について議論を進める。 



順位 県 市区町村 
自宅死の 
割合（％） 

人口（人） 

1 兵庫県 豊岡市 25.6 86,179 

2 東京県 中央区 21.5 127,694 

3 千葉県 浦安市 20.5 159,297 

4 奈良県 生駒市 20.1 120,243 

5 千葉県 大網白里市 19.9 50,337 

6 東京県 立川市 19.6 174,997 

7 佐賀県 鳥栖市 19.5 70,834 

・・・ 

422 青森県 五所川原市 6.7 58,942 

423 石川県 小松市 6.7 107,705 

424 大分県 宇佐市 6.7 59,083 

425 秋田県 由利本荘市 6.5 82,886 

426 群馬県 沼田市 6.4 51,005 

427 佐賀県 武雄市 5.7 50,558 

428 愛知県 蒲郡市 5.5 79,690 

○自宅死の割合（人口５万人以上20万未満） 

９ 

○自宅死の割合（人口20万人以上） （全国） 

順位 県 市区町村 
自宅死の 
割合（％） 

人口（人） 

1 神奈川県 横須賀市 22.9 416,491 

2 東京県 葛飾区 21.7 434,220 

3 千葉県 市川市 21.5 457,642 

4 東京県 新宿区 21.4 289,961 

5 東京県 墨田区 20.0 245,318 

6 東京県 江戸川区 19.9 652,620 

7 東京県 豊島区 19.2 252,110 

122 大阪府 枚方市 9.0 404,847 

123 島根県 松江市 8.8 205,271 

124 福岡県 北九州市 8.7 970,587 

125 北海道 旭川市 8.5 348,378 

126 富山県 富山市 8.5 415,407 

127 長崎県 佐世保市 8.5 260,669 

128 鹿児島県 鹿児島市 8.0 607,169 

市区町村別の自宅死亡率について 

○ 「全国在宅医療会議」では、平成26年の人口動態調査の結果を集計した「市区町村別の自宅死亡率」を示した。 

○ 例えば、人口20万人以上の市区町村の自宅死亡率をみると、最も高い横須賀市が22.9％であるのに対し、最も
低い鹿児島市では８％。  

○ ただし、これらの地域差の要因については、今後、分析が必要。 
 ※自宅死亡率は、全死亡者に占める自宅で死亡した者の割合であり、自宅での死亡には、突然死や事故死など、在宅療養中の死亡以外の事例も含まれる。 
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医療資源の状況と自宅での死亡した者の状況の関係  

○ 在支診の届出は多いが自宅死の割合は全国平均より低い地域がある。一方、届出はないが自宅死の割合が比較的高い地域もある。 
○ 人口あたりの一般診療所数は全国平均より多いが、在支診の届出はないといった地域もある。 

    
在支診／ 

人口１万人 
人口 全体計 

在宅療養支援診療所 一般  
診療所 
総数 

一般診療所
総数/人口
１万人 

訪問診療を
実施する 

一般診療所 

訪問看護 
ＳＴ/人口
１万人 

場所別死亡率 

単独 
強化型 

連携 
強化型 

従来型 自宅 
老人ホー

ム 

(か所/万人) （万人） （か所） （か所） （か所） （か所） (か所) (か所/万人) (か所) (か所/万人) （％） （％） 

全国値（総数or平均） 1.1 12,643.5  14,397 187 3,415 10,795 100,461 7.9 20,597 0.6 12.8 5.8 

福岡県 うきは市 5.4 3.2 17 0 0 17 29 9.2 13 0.3 8.1 3.0 

福岡県 朝倉市 4.6 5.7 26 0 0 26 52 9.2 22 0.5 9.2 5.3 

大阪府 藤井寺市 3.8 6.6 25 0 11 14 73 11.1 23 1.1 13.3 4.0 

佐賀県 鳥栖市 3.7 7.1 26 1 5 20 72 10.2 29 1.4 19.5 0.2 

長崎県 諫早市 3.6 14.0 50 0 10 40 137 9.8 37 0.6 7.6 6.0 

千葉県 君津市 0.0 8.8 0 0 0 0 48 5.5 4 0.3 11.5 4.7 

埼玉県 秩父市 0.0 6.6 0 0 0 0 61 9.2 9 0.6 9.1 13.7 

千葉県 銚子市 0.0 6.6 0 0 0 0 39 5.9 9 0.5 10.5 1.1 

福島県 南相馬市 0.0 6.5 0 0 0 0 33 5.1 3 0.8 11.6 2.8 

山形県 天童市 0.0 6.2 0 0 0 0 50 8.1 11 0.5 8.5 7.5 

・・・ 

表は、人口3万人以上の市町について、人口あたり在支診の数が多い順に表示したもの（在支診がない自治体は、人口の多い順に表示） 

市町村別の在支診の届出数、場所別死亡率など 

・
・
・ 

（出典）人口：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（総務省） 
    在支診：厚生労働省医政局調べ  診療所：医療施設調査（厚生労働省） 死亡率：人口動態調査（厚生労働省） 

多 

少 

 （死亡率は平成26年１年間の状況、その他の値は平成26年時点） 
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～ ご静聴ありがとうございました ～ 



将来の地域医療を守るためのそれぞれの立場の役割 
～お互いを尊重し、なすべきことを考える～ 

 

将来の地域医療を守るための 
これまでの取組と課題 

 

県行政の立場から 
 

徳島県 保健福祉部 
鎌 村 好 孝 

２０１６年９月１８日 



徳島県は 

 全国トップレベルながら、 

  都市部偏在著明。 

対人口比 

全国第3位 
（京都・東京に次いで） 

医師数 
（医療機関従事） 



徳島県内の医師分布（人口10万人対） 

400人以上 

300人～400人未満 

200人～300人未満 

100人未満 

吉野川 

勝浦川 

那賀川 

100人～200人未満 

（平成14年12月時点） 

0人 



徳島県内の医師分布（人口10万人対） 

吉野川 

勝浦川 

那賀川 

（一部改編） 

牟岐町 
 医師24人（平成14年12月） 
  であったが、  
 平成20年10月時点、 

  県立海部病院医師が 

   直近の3年間で、常勤医師：18人＞９人に減尐。 



 
 

 

 

  １ 医師の状況 
   ○医療施設従事医師数 ２,２０４人 
        （平成２０年１２月３１日現在「医師・歯科医師・薬剤師調査」） 

   ○人口１０万人当たりの医師数 全国第３位 
 

  しかしながら…… 
   ○徳島市を中心とした東部地域に 

     医師の３分の２が集中し、地域間格差が存在 
   ○面積１００㎞2当たり医師数は 5３.２人 全国第31位（全国平均７１.９人） 

   ○女性医師の割合は 20.2% 全国第３位（全国平均18.1%） 

   ○へき地では、医師の高齢化・後継者不足 
   ○公立病院・診療所の勤務医師が不足 
   ○小児科・産科・外科を中心とした診療科偏在が顕著化 

 

徳島県の状況 

地域の医療を確保する上で大きな課題 



徳島県内の医師分布（人口10万人対） 

400人以上 

300人～400人未満 

200人～300人未満 

100人未満 

吉野川 

勝浦川 

那賀川 

100人～200人未満 

（平成20年12月時点従事医師） 

0人 

東部Ⅰ医療圏 

東部Ⅱ医療圏 

西部Ⅰ医療圏 

西部Ⅱ医療圏 

南部Ⅰ医療圏 

南部Ⅱ医療圏 

平成24年度までは 
 ６つの2次医療圏 
（平成25年度からの 
第6次医療計画では 
東部・南部・西部の3医療圏） （平成の市町村合併後） 



私が、自治医大卒業後（8～9年目） 
平成5年4月～平成7年3月 
木屋平村診療所に勤務。 

 

医療のみの 
アプローチでは限界あり。 

 

卒後5～6年目の木頭村診療所時代にも 
痛感していたこと。 

具体的な動きとして、 
木屋平診療所時代に活動開始。 



「山間部の保健・医療・福祉を考える」 

剣山サミット 
平成6年5月 第１回開催 

木屋平村 中尾山高原にて 
（介護保険施行前の、第7回まで継続した） 

 

木屋平村＞上勝町＞相生町＞木頭村＞神山町＞東祖谷山村＞上勝町 

 
 吉野川

那賀川

勝浦川

剣山



平成８～１２年度、私が上勝町診療所で勤務した時期、 

保健医療福祉面では・・・。 

行政・住民とともに、 

包括ケアセンター（保健医療福祉総合施設）を 

計画・実現（Ｈ１１）した（多職種協働）。 

医療：２カ所の小さな診療所を、 

      １カ所に集約化（他方は出張診療所化） 

保健：歯科保健センター新設 

福祉：デイサービスセンター、ヘルパーステーション、 

    介護老人福祉施設、ケアハウス、 

    在宅介護支援センター、 

    養護老人ホーム（Ｈ１８．１０．１から移設） 

公設公営 

公設民営 

民間施設 

＊毎年、町内２０数カ所での健康教室に参加。説明会や寸劇も。 

  役場事務職員・保健師・看護師・医師らが一体となって活動。 

＊町長（理解とリーダーシップ）・役場行政・町民の理解・協力あってこそ、実現できた。 



１階：上勝町診療所、歯科保健センター

２階：上勝町デイサービスセンター

後方：介護老人福祉施設、ケアハウス医師住宅

医療・保健・福祉・介護の連携・一体化 

～まさに地域包括ケアの実践～ 
その後さらに、町営住宅新設、

養護老人ホーム移設、
調剤薬局新設、

臨時ヘリポート設置等



◆平成１７年度、「地域医療支援機構」を設置。 
  へき地医療のみならず全県的な医療確保のため 
   （平成13年設置の「へき地医療支援機構」を進化）。 
◆徳島県医療審議会内に医療対策部会を設置し、 
  そのもと、地域医療支援事業検討委員会を設置。 
◆寄付講座の設置（当初 委託講座） 平成19年10月～ 

  ・徳島大学医学部大学院 
    地域医療学分野（現 総合診療医学分野） 
     谷 憲治 教授     
     ＊医学生による地域医療研究会（サークル活動）も発足しています。 

これまで取り組んできた 
県の地域医療対策について 



地域医療を考える県民フォーラム 

 2007年12月15日ホテルクレメント徳島にて「地域医療を考え

る県民フォーラム」（徳島県・地域社会振興財団主催）が開催
されました。梶井英治自治医科大学教授、谷憲治徳島大学
教授、飯泉嘉門徳島県知事、森俊明徳島県医師会常任理事
（自治医科大学5期卒業）、佐々木孝治厚生労働省医政局指
導課長補佐、広瀬修子元NHK 

アナウンサーとのパネルディス 

カッション。午後からは、３つの 

県民参加型分科会。その一つ、 

「どうする地域医療！」の分科会 

も盛況。フォーラムには、500名の 

参加者で満席の中、活発な討論 

がなされ、徳島県民の地域医療 

についての関心の高さが伺われ 

ました。 

平成19年12月15日 ホテルクレメント徳島 
主催：（財）地域社会振興財団、徳島県 
後援：自治医科大学 ほか 



地
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を
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え
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シ
ン
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ジ
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11月29日（土） 

平成20年 

海の総合文化センター 

牟岐町 

（海部郡牟岐町大字川長字新光寺82番地） 

12:20～18:00  

日時 

会場 

地域医療を守る会 
 ・・・住民自らが地域医療を 
    守り育てよう、という輪 



医師確保の取り組み 

 

深刻な医師不足で 

地域における医療の 

提供が厳しい状況に 

・ 平成16年度からの「医師臨床研修制度」  
  開始後，研修医が県外へ流出。 
・ 同時期より，徳島大学の医師が減少し、 
  派遣機能が低下。 
・ 救急外来患者（特に時間外の軽症）の 
  急増や，患者の専門医指向の高まりなど 
  により，医療需要が増大，公的医療機関 
  の勤務医師が疲弊し、現場離脱など。 

要因としては… 

医師不足を解消し，安全・安心の医療を提供していくためには 

医師の養成，勤務環境の改善，県民への意識啓発など 

総合的な医師確保の取り組みを展開する必要がある！ 

地域医療を確保するために 



・地域枠制度開始までの間 
  徳島大学医学生（入学後）への修学資金貸与制度 
      ＊卒業後、徳島県で地域医療人として活躍していただくために。 

・夏期地域医療研修（医学生対象） 
  従来、自治医大生を対象に実施を、全国募集に拡大 
・高校生への医学部勧奨 
  説明会開催。主な高校訪問し、進路担当教諭への説明。 
・臨床研修病院の充実とＰＲ 
  医学生への合同説明会開催 
  臨床研修病院連絡会を設置 
・従来からのへき地医療支援事業推進 
  へき地医療拠点病院 
  自治医大卒業医師派遣 
  ドクターバンク事業：県医師会委託 



即効性を期待する施策 

◆とくしま医師バンク事業 

 ○任期付県職員（ドクターバンク医師）の採用 
   ・任期付県職員として医師（総合診療医）を採用し，医師の不足 

    する公的医療機関へ派遣 

 ○ベテランドクターバンク 
   ・退職した医師や有志の協力を得て，公的医療機関への診療支援    

    や代診医師として派遣 

 ○女性医師再就業バンク 
   ・結婚・育児等で現場を離れた女性医師が復職するための研修の   

    実施，再就業に関する情報を提供 

 ○医師無料職業紹介（一般ドクターバンク） 

 ○ホームページの開設，メールマガジンの配信 

 ○医師確保のためのリクルート活動 

平成20年度から「とくしま医師バンク事業」開始！ 



◆勤務環境・待遇の改善策 

 ○救急勤務医・産科医確保支援事業 
   ・過酷な勤務環境にある救急勤務医・産科医の処遇改善を図る  

     ため，手当を支給する医療機関に対し助成 

 ○県医師会との連携による支援体制の構築 
   ・県医師会と連携を図り，有志による公的医療機関への支援体制 

    の構築を推進，勤務医の負担を軽減 

 ○救急医療体制確保対策事業 
   ・県民に対し，救急医療の適正な受診方法を啓発 

   ・住民の地域医療を守る取り組みを「県民運動」として広げる。 

   ・２次救急医療機関の機能充実を図り，３次救急医療機関の 

    負担を軽減 

◆自治医科大学卒業・義務年限終了医師の研修制度     

   ・義務年限終了の自治医科大学卒業医師に対する研修制度を 

    創設し，県内への定着を図る。 



中長期的な効果を期待する施策（医師の養成） 

◆とくしま医師養成対策総合推進事業 
   ・高校生から医学生，臨床研修医，専門研修医に至るまで， 

     それぞれのライフステージに応じた施策を切れ目なく総合的に展開 

◆徳島大学医学部定員増に伴う地域枠・医師修学資金貸与 
   ・定員を95名から105名（H21）、105名から112名（H22）増員し， 

    地域枠を拡大 

   ・県はこの地域枠と連携し，医師修学資金を貸与 

     平成21年度入学者； 5名：特別地域枠、7名：地域枠 

     平成22年度入学者； 12名：特別地域枠、5名：地域枠 

◆地域医療確保モデル事業（平成19年10月～平成22年3月） 

   ・県と徳島大学が連携し，総合診療医の養成等を目的に 

    「地域医療に関する共同研究」を実施 

   ・徳島大学「地域医療学分野」：谷憲治教授 

   ・海部病院に「地域医療研究センター」設置 

◆自治医科大学における医師養成 



とくしま医師養成対策総合推進事業  

多くの医師に、将来の徳島県の医療を担ってほしい。 

徳島県 大学 医師会 

臨床研修病院 地域の医療機関 連携 

高校生から大学医学部生，臨床研修医，専門研修医に至るまで 
 それぞれのライフステージに応じた施策を「切れ目なく」総合的に展開 

そのためには ・ 将来，医師を志す学生を増やすこと 
・ 医学生や研修医が，県内で安心して学べる環境を確保すること 
・ 若いうちに，徳島県の医療の魅力をわかってもらうこと 

高校生 医学生 
初期臨床 

研修医 
小児科・産科・外科 

専門研修医 

支援・ネットワークづくり 
地域医療に必要な 

医師の県内定着 

医療現場体験 等 修学資金貸与 等 研修支援体制整備 研修資金貸与 等 



●特効薬・即効薬は、いまだ見つかっていません。 
●中長期的な施策は、効果がわかるには 
  時間がかかります。その効果も不明です。 
●即効性を期待する施策は、 
  現実的には難しいです。なかなか・・・。 
●その間に、一層悪化している部分があるのが現状です。 

様々な医師確保策を 
    講じてきているわけですが、 



・毎年 夏期休業中に 自治医大の学生は 
 徳島県内のへき地において、夏期研修を実施。 
・学生が卒業生が勤務する 
 へき地診療所などを訪れ、地域医療実習。 
・自治医大生だけでなく、全国公募！  

学生時代から、徳島県のへき地医療に触れる。 
「見て」「聞いて」「感じて」「やってみる」 

夏期地域医療研修 



地域住民のために！ 
 

徳島県におけるへき地医療支援の歩みは 
 

   点から線へ 
          そして 

   線から面へ 
 

        を，合い言葉に。 
 

へき地においても医療を確保するために！ 
（質・量の確保、心あたたまる医療を） 

＜へき地住民、現場で頑張るへき地医療機関を支援！＞ 



94才女性 
（平成2年に勤務していた時 

  には80才） 

 診療所まで手押し車を 

 押してやって来られました。 

 この素晴らしい笑顔！ 
 （平成16年8月13日） 

那賀町木頭  
 北川診療所 
  木頭診療所から週３回出張診療 

 （徳島市から約110km 
   高知県境の地域） 



吉野川

那賀川

勝浦川

剣山

これまでに、私自身、診療・診療支援してきたことのある 
    公立の 病院   診療所  

徳島県立中央病院

片道：車で約５０分～１５０分 （平成13～28年度） 



第１計画:「地域医療再生・創造拠点」機能の整備（東部Ⅰ医療圏）

■医師等養成・研修センター機能
■医師等派遣センター機能
■政策医療総合対策センター機能
　　「がん」「救急」「小児救急」
　「周産期医療」「へき地医療」など◇医師等の派遣

◇遠隔医療・診断システム
◇救急患者搬送システム

■徳島県地域医療再生計画の概念図

総合メディカルゾーン
南部地域サテライト

◇医師等の派遣
◇遠隔医療・診断システム
◇救急患者搬送システム

徳島赤十字病院

徳島市民病院

◇医師等の派遣
◇遠隔医療・診断システム
◇救急患者搬送システム

 ■地域医療連携ネット
　　ワーク化拠点機能
 ■救急医療拠点機能
 ■災害医療拠点機能
 ■がん治療拠点機能

県立三好病院

町立半田病院

市立三野病院
総合メディカルゾーン

徳島大学病院
県立中央病院

民間病院

郡市医師会

三好市医師会

県医師会

目標

救急医療体制の万全化

高度先端医療の拠点形成

へき地医療支援機能の強化

整備する機能

救急医療を中心とした
「地域完結型」医療提供
体制の整備

第２計画:「西部地域医療拠点」機能
　　　　 の整備（西部Ⅱ医療圏）

目標

整備する機能

徳島県立海部病院 

平成21年度～27年度 



  「県立中央病院」と「徳島大学病院」が

隣接する地理的条件を最大限に活かし、
相互のソフト・ハード面における医療資
源の活用による 「医療及び情報・教育
の拠点化」を推進 



住み慣れた地域で 
暮らすために 

 
医療・介護提供体制の確保・構築に向けて 

 

「地域医療構想」 
「地域包括ケア」 

の展開を 



◆いま、国民の意識の変化・変革が・・・。 
  終末期の心肺蘇生は？ 延命治療は？ 
    ・気管内挿管は？ 人工呼吸器は？ 
  食べられなくなったとき、 
    ・胃ろうは？ 中心静脈栄養は？ 
 ＊意識啓発・情報の周知なども必要。 
 ＊事前指示書、エンディングノートなど･･･。 
◆在宅医療・介護の選択の際に、在宅等とは？ 
  自宅？ 一般居住施設？ 介護施設？ 
  ほかに？   お看取りは？ 
 ＊ご自宅で暮らしていけるのか？ 
   家族等による介護は可能か？   
   環境・条件  

★地域住民の皆さんへ 
   普及啓発活動も 

「人生のハッピーエンドを迎えるために 
  ～在宅看取りという選択～」 など 



卒後23～31年目 
 徳島県保健福祉部本務、 
 徳島県立中央病院併任で 
  週1回程度、へき地医療支援継続 

2年間 ： 保健福祉部 医療環境整備室長 
2年間 ： 保健福祉部 地域医療再生室長 
2年間 ： 保健福祉部 健康増進課長 
1年間 ： 危機管理部 災害医療上席推進幹 
      保健福祉部 健康増進課長 
昨年5月から、現職 
  保健福祉部次長（医療介護連携担当） 



そして、平成27年5月から 

  徳島県保健福祉部 次長（医療介護連携担当） 
  徳島県立中央病院 地域医療科  併任 

    県内のへき地医療支援・・・週１回：口山診療所、月１回：木屋平診療所 

   ・主な重要テーマから 
     「健康寿命」の延伸 
     「地域包括ケア」の推進 
     「地域医療構想」の策定、実現に向けた取組 
     「地域医療介護総合確保基金」事業の策定・実行 
     災害医療対策の強化・充実 
     いい医師育成のサポート  ほか 
   ＊会議等 
      ・県議会 
        ・文教厚生委員会、 
        ・次世代人材育成・尐子高齢化対策特別委員会 
      ・関西広域連合広域医療局 
      ・徳島県医療審議会 
      ・徳島県健康対策審議会    ほか対応  



◆行政の立場で、地域医療の確保のために取り組んできた状況としては、 
    例えるならば（表現が適切ではないかもしれませんが、ご容赦下さい）、 
 
  受け継いできた田畑も、ある意味「地域医療崩壊」と呼ばれるように、 
    次第に荒れ地となっていく中で、再び、この荒れ地を、関係者と共に耕し、 
    土壌をつくり、そこに種をまき、水をやり、太陽の日の光が降り注ぐこと 
    もあれば、嵐のような雨風も時にはある中で、取り組んできた様々な施策は、 
  
   ・うまく芽も出ないまま、残念ながら終わってしまったもの 
   ・まだ芽は出ておらず、あきらめてはいないものの、厳しい状況であるもの 
      ・・・「とくしま医師バンク事業」における医師採用 など 要工夫。 
   ・大事に育てても、うまくいかないこともあったり、 
     自然体でのびのび育てたら、活き活きと大きく育っているものもあったり。 
      ・・・高校生や医学生の体験セミナーや夏期研修等は積極的参加多いが 
         その後も継続的に、というところで課題もある。 
   ・芽は出て、尐しずつは伸び続けており、今後の蕾・花に期待し、 
     根気よく、水・肥料を注ぎ続けているもの 
      ・・・地域枠医学生には期待すると共に、様々な課題解決に向けて 
         関係者と一緒に、一層しっかり取り組んでいきたい。 
         徳島県地域医療支援センターの事業としても一体となって。 
   ・永年、一緒に育ってきているもの（これからも） 
      ・・・自治医大卒業医師の育成。 新専門医制度における課題含め、 
         いわゆる義務年限後もあわせて、一層しっかり取り組んでいきたい。 





 
報告③「医療従事者の立場から」 

地域医療フォーラム2016 
テーマ：「将来の地域医療を守るためのそれぞれの立場の役割 

 ～お互いを尊重し、なすべきことを考える～」 
 

地方独立行政法人 
新小山市民病院  島田和幸 

2016，9．18 秋葉原ダイビル 

全体会 Ⅰ  
将来の地域医療を守るためのこれまでの取り組みと課題 
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栃木県県南保健医療圏と新小山市民病院 
16万6千人の都市の唯一の総合病院 
DPC病院ゼロ、近隣に2つの大学病院 

     新小山市民病院の沿革 
昭和55年 市立病院と医師会病院が合併 
               ⇒342床 
 ・ 
 慢性的な赤字経営を繰入金で補てん 
 医師数 37人(平成18年）⇒33人に減少 
 病院の老朽化 
 公立病院改革プランと医療再生基金 
平成22年 小山市民病院建設計画 
 ・ 
平成24年 7：1施設基準 病院再生計画 
平成25年 地方独立行政法人「新小山市民病院」 
平成26年 ＤＰＣ対象病院 地域包括ケア病棟 
平成27年 地域医療支援病院 病院機能評価受審  
平成28年 新病院移転開院（300床） 
                 HCU 8床、SCU 3床  
                 地域包括ケア病棟44床 
         
 



小山の地域医療を守る 
小山医療圏 機能強化・医療連携

急性期高度医療機能
・365日24時間の二次救急医療機能
・4疾病を中心とした医療機能
がん拠点病院機能、脳卒中専門医療機能、急性
心筋梗塞の急性期医療、糖尿病の専門治療

・小児・周産期医療機能 等

小山地区夜間休日
急患センター

初期救急医療機能

一般診療所・病院

回復期医療機関 (42床)
機能転換等を行い、主として
回復期リハビリ機能を担う

療養型医療機関
継続的・長期に医療提供を行う

福祉・看護・介護
サービス機関

医師派遣

(仮)地域健康医療福祉総合支援センター

保健・医療・福祉・看護・介護
健康づくりのトータルサポート機能

小山市民病院（300床）
周産期・小児を含めた二次医療機能

病病連携
ネットワーク

獨協医大

自治医大

地域連携
ネットワーク

栃木医療圏等

病病連携
ネットワーク

病診連携ネットワーク

地域連携
ネットワーク

病病連携
ネットワーク

地域連携
ネットワーク

新 

診療所 

地域中核病院 
大学病院 

地域病院 

介護系・在宅 



新小山市民病院の新築・移転 平成28年1月 
 

 300床、耐震4階建、延床面積20875m2  事業費78億2000万円 

 
 

健康医療介護総合支援センター 

小山思いの森…（健康増進の森・広場） 

夜間休日急患診療所 
医師会・歯科医師会 
地域包括支援センターなど 
集会所 



2013年地域医療フォーラム第4分科会提言 

• 地域のニーズを把握して、分析し、その上でミッション・ビジョンを明
確にする（時代の先を見据えることも必要）。機能分化と絡めた地域
完結型医療を目指す。 

• 連携室の役割を充実し、患者本位のシームレスな連携を構築する。
そのために市民の意識を変える必要もある。 

• 病院全体で、学生・研修医等を教育するシステムを構築し、自治医
大だけでなく全国に門戸を広げる。 

• 職員の意識改革を通じて、医療機能の質を確保する 
• 住民・行政・医師会・医育機関との連携を継続し（現在ある連携も活
かし）、適切な医療提供体制を構築する。 



ワーキンググループでの議論に向けて 

• 病院の特色をどのように打ち出すか 
一般急性期病院としての救急・手術診療＆総合診療 
• いかに連携するか 
周辺医療機関（大学、病院）との機能分担 
診療所と顔のみえる関係、保健・福祉・介護との連携、市民との情
報交流 
• いかにスタッフを充実させるか 
常勤医の獲得、研修医教育、総合診療医 

新小山市民病院の今後のサクセスストーリーの鍵は何か 



区分 
平成２３年度 平成25年度 平成２7年度 

 金 額（円）  金 額（円）  金 額（円） 

病院事業収益 49億8千万  57億5千万  70億8千万  
  １ 医業収益 45億7千万  52億1千万  64億7千万  
病院事業費用４ 53億9千万  55億6千万  73億4千万  
  １ 医業費用 52億4千万  53億9千万  65億4千万  

当期純利益 ▲ 4億 2億 4千万（臨収+） 

（別掲）負担・繰入金 8億  4億6千万  4億9千万  

経常収支比率 92.8% 102.3% 96.5% 
医業収支比率 87.2% 96.7% 99.1% 

地方独立行政法人化 



病院職員数 

指標 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成27年度 

医師数 34人 36人 37人 49人 
看護師数 216人 217人 215人 245人 
全職員数 365人 389人 418人 528人 

平成24年度以降に 
増員した診療科；脳神経外科 2、心臓血管外科 2、呼吸器内科 １、内科・ 総合診療科 4、
神経内科 3 内分泌代謝科 １  

地方独立行政法人化 
 



入院診療の実績 

 
項目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成27年度 
延入院患者数 81,949人 81,757人 85,792人 89,010人 
新入院患者数 4,541人 4,846人 5,238人 6393人 
病床稼働率 75.5% 74.7% 78.3% 83.6% （300床ベース） 

平均在院日数 17.0日 15.5日 15.4日 11.8日 
入院診療単価 34,732円 37,797円 40,858円 50,528円 

地方独立行政法人化 
 



外来診療の実績 
 

項目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成27年度 

延外来患者数 144,637人 149,914人 155,251人 154,837人 
新患患者数 20,233人 21,781人 20,747人 17,391人 
外来診療単価 9,690円 9,749円 10,097円 11,451円 
紹介率 36.2% 40.7% 40.8% 76.6% 
逆紹介率 34.5% 43.3% 56.1% 83.5% 

地方独立行政法人化 
 



急性期診療の実績 

項目 平成23年度 平成25年度 平成27年度 
救急患者数 6,903人 7,129人 7,217人 
救急車搬送数 2,503件 2,671件 3,438件 
救急入院患者数 1,577人 1,943人 2,442人 
手術件数（全麻） 1.170(808)件 1,664（827）件 2,539（918）件 
化学療法件数 1,027件 1,778件 2,407件 
心カテーテル 
（Intervension） 

112件 
(94) 

333件 
（130） 

433件 
(192) 

脳卒中急性期 171件 290件 355件 

地方独立行政法人化 
 



DPC機能評価係数Ⅱ 

指標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

機能評価係数Ⅱ 0.0397 0.0473 0.0658 
 効率性係数 0.00526 0.00715 0.00946 
 複雑性係数 0.00581 0.00537 0.00760 
 救急係数 0.00661 0.01039 0.01409 
 後発医薬品系数 0.00046 0.00232 0.01058 
 重症度係数   ー   ー 0.00000 



病院“改革” 
目標と現状のギャップを埋める 

• ガバナンスの確立；法人理事会、経営改革推進会議 

• あるべき姿の共有；急性期地域中核病院、地域完結型医療 

• 目標の共有；患者サービス、 診療の質・レベル、病床のフル活用 

• 現状の把握；患者満足度 診療単価、稼働率など 

• 職種内、職種間の情報共有；診療部連絡会議、病棟会議など 

• 医療連携・市民交流；患者支援センター、広報・ふれあい祭りなど 

• プロジェクトチーム方式；認知症ケア、データ管理、病床管理など 

• BSC、PDCAサイクル方式；行動計画書、パフォーマンスレビューなど 



“地域中核病院” 

• 大学との結びつき 
 医師派遣、研修・教育（教育センター）、連携医療（2次⇔3次）  
• 医師会との結びつき 
 紹介・逆紹介（患者支援センター）、合同勉強会 
• 病院との結びつき 
 退院支援（患者支援センター）、連携協議会 
• 市民・行政との結びつき 
 市民公開講座・ミニ集会、医療を考える会、ボランティア 
  



患者支援センター 

• 医療連携室 6  入退院支援室 8  医療相談室 5人 
• 看護師 10  社会福祉士 4  事務  6人 

 
 



地域医療教育センター 

• 小山市の自治医科大学寄附講座 
• 総合診療部医師 3人が医学生(4名）教育と総合診療に従事 

 
 



病院ふれあい祭り 小中学生の病院見学 
市民向け講演会 

地域との交流 

病院ボランティア 

医師会合同勉強会 



病院再生 第2章 
第2期中期計画に向けての戦略 

•診療の質とレベルの向上；医師・看護師確保etc 

•地域中核病院としての確立；急性期病院、連携network etc 

•病院機能の高度化；QC, TQM etc 

•戦略的経営手法の実践；経営分析・企画etc 

•人材育成と人事計画;人事評価、研修医、特定行為看護師etc 

 



“今後の地域のニーズは？” 

• 地域医療構想と協議会 
• 診療報酬制度と病院機能分化 
• 新専門医制度と大学派遣 
• 小山市近郊地域医療連携協議会 
• 地域包括ケア体制 
• 総合診療専門医 
• 特定行為看護師制度 

地域医療フォーラム2016 

大学病院 

地域病院 診療所 

市民・行政 

地域中核病院 



地域医療を守るー医療従事者の立場から 

•Evidence-based Regulation 
 専門医の配置規制 
 病床の種類別規制 
確実(?)だが、取り組みにくい 

•Professional Autonomy 
 診療報酬による誘導（７：１etc) 
 医療機関の連携（派遣、推進法人etc） 
取り組みやすいが、不確実 

 

地域医療フォーラム2016 

大学病院 

地域病院 診療所 

市民・行政 

地域中核病院 



宮崎県北の地域医療を守る会  福田 政憲 

私たちの
取り組み 
と考え方。 



宮崎県 

延岡市 



宮
崎
県
の
二
次
救
急
医
療
圏
と
医
療
圏
別
医
師
数 

三次救急医療機関 
県立延岡病院 

1市3町 
1市2町2村 

約24万人 



宮崎県立延岡病院 

許可病床数 
 ４６０床 
稼動病床３８６ 

平成10年全面改築グランドオープン 

医師５５名(６６名) 

２次救急医療施設 

（救命救急センター併設） 

総工費２０１億円  

３次救急医療施設 

延岡西臼杵医療圏 
と日向入郷医療圏 

※宮崎県の面積の４１％ 
から患者を受け入れ 



切
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は 
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災害 

中核病院の医師不足 

復興の道筋づくり 

医療サービスの享受者から、市民参加による再生 

意識改革 

日々の営みへの不安 

災害復旧 

署名・啓発活動 



地域医療問題で私たちに見えてきたもの 

●地域医療の危機は全国共通の問題であること。 

●地域の医師不足も全国共通の課題であること。 

●問題の原因は国の制度や県、市町村の行政の施策や医師だけ
でなく地域住民にもあること。 

地域の医療資源は限りがあり、今あるものを役
割分担しながら地域総力戦(協働)で守っていく。 

行政 医療機関 市民 報道機関 

 延岡市の地域医療を守る条例の制定 協働の旗印が必要！ 



地域医療を守る 

延岡市の地域医療を守る条例 

基 本 理 念 

健康長寿を目指す 

◆市・市民・医療機関 
 が一体となり、地域 
 全体で守る 

◆市民自らの健康増進 
  の努力 
◆医療、保健、福祉 
  の連携 
 

平成21年9月29日公布 



市 
の責務 

医療機関 
の責務 

市 民 
の責務 

   

三者それぞれの責務を規定 

① 地域医療を守るための施策の推進 
        ※Ｈ２１年 専門部署 地域医療対策室設置   
 

② 健康長寿を推進するための施策の実施 
 ※Ｈ２３年度 専門部署 健康長寿推進室設置 

① 患者の立場の理解と信頼関係の醸成 
② 医療機関相互の機能分担と業務連携 
③ 医療の担い手の確保と良好な勤務環境の保持 
④ 健（検）診への協力 

① かかりつけ医を持つ 
② 適正な受診 （時間内の受診等） 
③ 医師等に対する信頼と感謝 
④ 健(検)診の積極的受診と日頃からの健康管理 



医療機関 

行    政 

公共性 

使命感 しみん ? 



しみん 

市民 私民 < > 



■地域医療を守る条例(市民の責務)の持つ意味 

  し民の公人化 
  本来、憲法上保証されている権利・自由の制限 

   受け入れる覚悟  

 

 

責務=覚悟 
押し付けられるものでなく 
意欲をもって取り組むもの 

個人の健康管理は「公」のものになり、 
自分ができることがあることの自覚する 

市民意識
の改革 
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宮崎県北地区の小児救急医療体制の変化 
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県北の救急医療と小児科の現状について、お二人の医師から直接話を伺いました。 

日曜祝日
当番 

血気さかんな若い親が、恫喝し物を蹴飛ばして帰ることも 

ほんとに診療の必要があるのは、10％くらい 

患者の認識と、救急医療の認識に違いがある 

小児科をやる
には覚悟を
持ってやって

いるが 

厳しい 
勤務環境 

小児科医の声を聴く！ 

医師の 
高齢化 

診療を終
えてからの
救急当番

医 



情報の見える化をして、共通理解をしていかない
と、 

現状は変わらない 

自分たちができることを、考えていかなければ！ 

小児科医の負担軽減のため、感染症予防に取り組む 
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●確認事項● 

○「情報の見える化」をして、共通理解を作る 
 
○行政は啓発に関する事業を立案、作成     
○守る会はプログラムをつくる 
 
○プログラムを持って活動を推し進める 



延岡市が事業化
しました。 



伝えたいこと、 伝えること、 伝わるには 

自分たちの住む街の厳しい地域医療の現状を伝え、 
ほんとうに治療を受けなければならない人が、すみやかに受診できるように、 

日頃からかかりつけ医を持ち、なるべく通常の時間帯に 
感謝の気持ちを持ち受診する。 



小児科の医師の現状を知ってもらい、 
自分たちでもできることを 
考えてもらう気付きの場づくり。 

子どもたちに医師になってもら
いボールを患者に見立てて 
医師の数が減っていくと、子供
たちがボールを持てなくなる 
(現状の理解) 

感染症の予防として正しい手
洗いやうがいの仕方をゆる
キャラを活用して指導する 
 
(できることの実践) 

親子で楽しみながら学
べるプログラムづくり 



ありがとうカレンダー 

消しゴムはんこを使って、 
延岡市内の小学生と 
その保護者が製作 

制作部数：220個 
 
配布先：延岡市医師会の先生方 
県立延岡病院の先生方、 
宮崎大学医学部附属病院長、 
学部長、大分大学医学部、 
熊本大学医学部、自治医科大学、 
他 



カレンダー贈呈  県北の地域医療を支えてくださっている医療関係機関のみなさまへ 

（県立延岡病院、医師会病院、市内の医療期間８０数機関  
 宮崎大学付属病院、宮崎大学、大分大学、熊本大学の各附属病院から派遣されている医師に配布） 
制作してくれた小学６年生とお母さんたちと、県立延岡病院を訪ね、手作りカレンダーを届ける。 

  



Dr.キッザニア 
医師、薬剤師 になってみよう 

医療体験をすることで 
医療関係者の立場を理解し、

将来、医療関係者への 
夢を持ってもらう 



～親子連れが集まるイベントでの啓発活動～ 

◆わいわいワンパーク 

◆親と子のあした音楽会  

親子で楽しめるコンサートで、県北の小児救急の厳しい現状
と感謝の気持ちを持っての、適正受診を呼びかける 

◆ 会場で、ブースを設け、啓発資料の展示を行い、 
  医療関係者への感謝のメッセージをよびかけた。 

プラグラムの裏には、 
県北の地域医療の現状などを記載 
来場者に協力を求めた 

医師会平野先生のお話 





27年度 親と子あした音楽会 28年度 親と子のあした音楽会 



   延岡市内小学校での医育の取り組み 

教材は、もちろん、藤本晴枝さん作の「くま先生のＳＯＳ」 



くま先生 

がいない 

 

くま先生が
やってきた 

くま先生が
病気になる 

くま先生
が元気に 

状況 現象 原因 

解決策 

ハッピーエンド!! 









授業をとおして気づいたこと。 

森の未来 
の話し合い 

森の幸福 
まちづくり 

森(まち)の限られた(医療)資源を  
みんなで分かち合う幸福づくりへの自覚。 



教室からまちへ、地域へ・・・・・ 



ご清聴 
ありがとう 

ございました 



地域医療フォーラム２０１６ 

お互いを尊重し、なすべきことを考える 
第一分科会 

 

大都市の場合 
～かかりつけ医の立場から～ 

 
平成２８年９月１８日（日） 

秋葉原ダイビル 
調布市医師会副会長 西田伸一 



病気を治す医療 ＋ 生活を支える医療 

２０１４年  
  女性 ８６．８歳 
  男性 ８０．５歳 
   

「日本人の平均年齢推移」 
・1960年………28.5歳   
・1970年………30.5歳   
・1980年………33.5歳   
・1990年………37.0歳   
・2000年………41.5歳   
・2005年………43.1歳   
・2009年………44.3歳   
・2020年………48.0歳（予測）   
・2030年………51.2歳（予測） 
 
 国立社会保障・人口問題研究所  

地域包括ケアに求められる医療 

50
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平均寿命の年次推移 （歳） 
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女 



在宅医療に携わる多くの医師は通常は外来で対応して、外来が困難

なほどに具合が悪くなれば往診し、通院が不可能となれば訪問診療

になります。それが一般的な開業医の姿です。 

                   

              

 

                    日本医師会常任理事 松本純一         

              （社会保険旬報 Ｎｏ２６４１、２０１６．６．１） 

 



診療所外来利用者数の将来推計について 



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7

75～79歳 

80～84歳 

85～89歳 

90歳以上 

２０１０ ２０１５  ２０２０    ２０２５   ２０３０   ２０３５   ２０４０ 

（％） 

年齢別人口推移（東京都） 
All Japan Areal Population-change Analyses(AJAPA) 
 松田晋哉（産業医科大学 医学部 教授） 



出展：医療経済研究機構「要介護高齢者の終末期における医療に関する研究報告書」 

死亡の場所 



病院, 54.90% 診療所, 33.60% 

在宅専門クリニック, 
8.10% 

他, 3.30% 

配置医師の主たる勤務場所 

[系列名], [値]％ [系列名], [値]％ 

[系列名], [値]％ 
その他, 5.8 

無回答, 1.9 

夜間の死亡への対応 

往診可能, 45.10% 
電話対応可能, 

27.80% 

翌朝対応, 13.20% 
対応不可, 14.60% 夜間対応 

特養の医療提供体制 

n=６７８ 
 

n=６７８ 
 

n=６５２ 
 

平成28年「地域包括ケアシステムにおける特別養護老人ホームの実態・役割に関する調査研究」 



特養（ユニット型）の医療提供体制 

21.60% 

22.80% 

53.80% 

78.40% 

77.20% 

46.20% 

29人以下 

30～９９人 

100人以上 
病状変化時のみの診療     全員の巡回診療＋病状変化時 

０        ２０         ４０         ６０       ８０      １００ 

（n=13） 

（％） 

平成28年「地域包括ケアシステムにおける特別養護老人ホームの実態・役割に関する調査研究」 

（入居者数） 

（n=79） 

（n=37） 



0 10 20 30 40 50 60

死亡診断書の早期発行に非協力的 

医師への報酬が高い 

医師が看取りに非協力的 

看取りについて医師との意思統一が困難 

医師の数が足りない 

医師と職員の情報共有が少ない 

医師による緊急時対応が困難 

医師による夜間対応が困難 

課題はない 

（％） 

n=601 
 

特養の医療提供体制 

看取りにおける医師との連携に関する課題 

平成28年「地域包括ケアシステムにおける特別養護老人ホームの実態・役割に関する調査研究」 



 
                ・卒前卒後教育 
                ・新規開業医に医師会から依頼 
                ・魅力ある地域の在宅医療ネットワーク 
 
  
              地区医師会によるシステム構築（診診連携） 
 
                      ・ケアカンファの活性化 
                      ・多職種研修の繰り返し 
                      ・皆で開発する連携ツール 
                 
                    市民との対話の場 
    
            特養の医療提供体制の見直し（医師会との連携） 
               

診療所の在宅医療が一般化しない 

多職種連携が進まない（規範的統合が困難） 

市民への情報提供が不十分 

施設医療の充実 

在宅医療の課題と対策 

診療所の２４時間体制構築が困難 



調布市の現状と取り組み 



調布市 調布市 

      調布市（平成２６年４月）    東京都（平成２７年９月） 
人口     ２２８，４７１人          １２９５.６万人 
高齢化率   ２０．５％                ２２．９％ 

東京都調布市 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=AEQYKmY4lmbpMM&tbnid=OQwS5tRCLAnSoM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.mapion.co.jp/map/admi13.html&ei=FDItUvSANcXVkwXwtYCACg&psig=AFQjCNFXAUFq23n7ppUHDtfkK27dVE0z9g&ust=1378780052947057


2008 2009 2010 2011 2012 2013

病院 
施設 
自宅 

調布市の死亡統計（死亡場所について） 

１００ 
 

４０ 
 

３０ 
 

２０ 
 

１０ 
 

０ 
  

警察扱いとなった死亡検案数（２０１３年） １４６件（５２．３％）  

（％） 

 （年） 

170   193     224    237     276    279 （人） 
  

＋ 自宅での検案件数  自宅での看取り件数  



0

100

200

300

400

500

600

在宅医療患者の人口推計（調布市） 

  ２０３０ 
  
 
  
 ２０２０ 
 
 
 
 
 ２０１０ 

（歳） 

2010年 397人 
2020年 655人 
2030年 955人 

在宅医療を受ける患者の人口比 × 年齢別推計人口（調布市） 
    （平成２２年社会医療診療行為別調査・人口動態調査） 

（人） 



0%

20%

40%

60%

80%

100%
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訪問診療可能 
かかりつけ患者のみ可能 
訪問診療不可 

３１（件）   ２９      ２６      ２３ 

４１（件）   ３５      ３２      ３２ 

（年） 

訪問診療の可否（調布市医師会在宅医療機能調査） 
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１０１件以上 
１１～１００件 
1～10件 
０件 

３（件）       ４           ４          ５ 

１９（件）    １５          １４         ４ 

（年） 

訪問診療患者数（調布市医師会在宅医療機能調査） 



目的  ・かかりつけ医の在宅医療推進 
         ・市民への在宅医療サービス促進 
 
事業内容 ・在宅医の紹介 
           ・市民からの在宅医療に関する相談対応 
                ・多職種を対象とした勉強会の開催 
            ・多職種からなる運営協議会（在宅療養推進会議） 
           ・摂食・嚥下機能支援事業  
 
経過   Ｈ２２年１０月 東京都在宅医療連携推進事業モデル事業 
      Ｈ２３年４月  東京都包括補助事業 
      Ｈ２７年４月  調布市地域支援事業（在宅医療・介護連携拠点） 
 
設置場所  医師会事務局 
スタッフ  相談員３名、事務員１名（兼務） 
登録医    ３７名（内、外、小児、皮膚、眼、耳鼻） 
 

在宅医療・介護連携拠点「ちょうふ在宅医療相談室」   



ちょうふ在宅医療相談室 

患者 

② ML・ FAX 

登録医 

登録医 

登録医 

登録医 

登録医 

医師会 
 

患者 

① 在宅医紹介依頼シート 

訪問診療医紹介システム（調布方式） 

病院 

（相談室登録医療機関37件） 

地域包括支援 
    センター 

歯科医師会 
 

③ 手上げ 

④ 訪問医紹介 

摂食・嚥下機能支援事業 



●ふれあいの家 

地域住民との対話 
東京都相互理解のための対話促進支援事業 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

集いの場の提供希望 
在宅医療の勉強会希望 

介護者のケア 
総合医の必要性 

場所がわかりにくい 
自宅で亡くなった場合の対応 
欧米とのターミナル期の違い 

訪問医の負担 
訪問医等の情報入手方法 

Dr.との相性 
在宅医療を受ける基準 
在宅医療・訪問の費用 

延命拒否等の意思表示方法 
地域のつながり（地域間・自治体） 

医療用語・病院に関する質問 
在宅医療を知らなかった 
身の上話・将来への不安 

在宅医療相談室・包括支援ｾﾝﾀｰの活用方法 

（件） 

市民からの質問・意見 市民からの質問・意見 



訪問介護士 

歯科医師 

薬剤師 

ケアマネ 

訪問看護師 

医師 

ちょうふ在宅ネット 

  MCS(Medical Care Station)® 
チャット機能を使った医療介護の情報共有 
システム 
 

在宅ケアに関わる全職種をつなぐ 
ネットワークツール 

東京都在宅療養基盤整備事業 
東京都地域医療連携ＩＣＴシステム整備支援事業 

入院日が決まりました 

処方内容が変わったので、 
変化があったら教えてください 

サービス担当者会議を開催したい 
ので予定を教えてください 

熱があります、指示お願いします 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=92943&sw=%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E6%93%8D%E4%BD%9C
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=71148&sw=iPad
http://www.illust-box.jp/sozai/28856/
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCJyZo-fpi8gCFcRipgod6SEDiA&url=http://sp.sozaizchi.com/sozai/illust/mobile/03.html&psig=AFQjCNHIZJaIZXUnZOeNTDsO741Ia4DZSg&ust=1443052015113564
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOXm5v3pi8gCFcWvpgod-C0NNg&url=http://free-illustrations.gatag.net/2013/09/20/010000.html&psig=AFQjCNGsrk0Nel4ZgzPePcHduKxBSAUVmA&ust=1443052058776655
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI_C15fqi8gCFQFQpgodXpUAnw&url=https://pixta.jp/illustration/3534149&psig=AFQjCNHB8fvTeB_3xS_jo9OWI05veCWOBA&ust=1443052113117571
http://www.illust-box.jp/sozai/28952/
http://www.illust-box.jp/sozai/21753/


多職種連携の会“調布在宅ケアの輪” 

平成２１年  
調布の在宅ケアに関わる医療・介護専門職が、 
      ・顔見知りになること 
      ・共通認識を持つこと 
      ・お互いの役割を理解すること 
    を目的として設立した自主グループ 
 
毎月、事例検討会、勉強会、懇親会 等を開催 
 
課題： “オール調布”にならない 
     医師の参加が少ない 

平成２７年 「調布市医師会地域包括ケアシステム研究会」に移行 



大都市の地域包括ケアシステム構築の課題 
 
  「医療・介護・行政の連携」と「住民参加」は全国共通の課題。 
 
 大都市における最重要課題は、 
 
   ・診診連携の確立 
 
   ・地域コミュニティーの再生 
    
   ・地域住民のセルフマネジメント育成 
    
   ・自宅や介護施設に代わる「住まい」の確保 



地域医療フォーラム２０１６ 
～第2分科会（中核都市）～ 

宮島 俊彦 
岡山大学客員教授 

（前内閣官房社会保障改革担当室長） 



中核都市とは 
〇法定人口20万人以上 
 （政令市：人口50万人以上を除く） 
〇2016年4月1日現在、47市 
 
〇代表例 
 中規模以下の県の県庁所在地（20か所） 
  青森市、長野市、奈良市、松山市、宮崎市など 
 都道府県の第2都市 
  函館市、高崎市、福山市、久留米市など 
 首都圏、名古屋圏、京阪神圏などの都市 
  川越市、柏市、岡崎市、東大阪市、尼崎市など 
〇権限移譲 
  福祉事務など政令市に比べ限定的 
  
   
 
 
   
  
  
  



新東京事情（急速な高齢化） 

・特養整備率は全国で一番低い 
 
・救急搬送時間は全国で一番長い 
 
・介護ハウス・・・貧困ビジネス 
 
・出生率は低い 
 

3 



新過疎地事情 

・若年人口の減少 
 
・75歳以上人口も減少 
 
・医療・介護の収縮 
  過剰な急性期病床 
  特養の定員割れ 
   

4 



青森市を含む構想区域 
H26病床機能報告  
     ①                  

H37必要病床数 
     ②    ②－① 

高度急性期 ６９７ ３３８ △３５９ 

急性期 １５８３ ９００ △６８３ 

回復期 ５２６ １１２７ ６０１ 

慢性期 ８６８ ６５９ △２０９ 

無回答等 ２５７ － △２５７ 

計 ３９３１ ３０２４ △９０７ 

5 

H３７在宅医療等の需要  ４１６９  うち訪問診療分２０４６ 



福山市を含む構想区域 

H26病床機能報告 
     ① 

H37必要病床数 
     ② ②－① 

高度急性期 ８０６ ５２４ △２８２ 

急性期 ２４３８ １６９１ △７４７ 

回復期 ６９５ １８４０ １１４５ 

慢性期 １１６６ ９７６ △１９０ 

未選択 １０４ －  △１０４ 

病床計 ５２０９ ５０３１ △１７８ 

6 

在宅医療等へ移行する患者数  １８９１ 



川越市を含む構想区域 

２０１３年 2025年 増加率 

需要合計 １０２０９ １５３３５ １５０．２％ 

高度急性期 ５６１ ６０１ １０７％ 

急性期 １３６６ １７６３ １２９．１％ 

回復期 １６２３ ２２６６ １３９．６％ 

慢性期 １８４３ １９０６ １０３．４％ 

在宅医療等 ４８１６ ８７９９ １８２．７％ 

7 



超高齢化社会の構想力 
○増田元総務大臣の問題提起 
・消滅可能性自治体 ８９６ 
・東京圏は高齢者の医療・介護に対応不能 
・東京の一極集中の是正を 
 
〇地方都市はダム機能 
 
○課題 
・出生率を回復する 
・仕事をつくる 
・町のかたちを考える 
・高齢者のケア体制を整える 
 
○ソフトをどう整えるか 

8 



地域医療構想の実現に向けて 
〇２０４０年推計を 
 
〇県行政と市行政のタイアップ 
 
○国保等の調整交付金 
 
○診療報酬での対応 
 
 
 
 

9 



地域包括ケアの課題 
①保健・予防ができているか 
 
②自立支援に資するサービスになっているか 
 
③在宅の重度者支援、看取りができるか 
 
④生活支援・福祉サービスにどう取り組むか 
 
⑤住まいと住まい方は適切か 
 
 

10 



地方中核都市の課題 

〇医療・介護のダム機能をどう考えるか 
 
〇コンパクトシティ構想 
 
〇地域包括ケアの垂直統合・水平統合 

11 



横浜市鶴見区の状況 
（平成27年3月末現在） 

• 人口           282,995  人     （市内3位） 

• 世帯数        131,728  世帯  （市内2位） 

• 高齢者単身世帯      18,643  世帯 
• 高齢者数        56,281   人     （市内6位） 

• 高齢化率            20.0  ％      （市内14位） 

                          （23.1 ％    横浜市全体）         
• 要介護認定者数    10,594  人      （市内3位） 

• 認知症生活自立度Ⅱa以上（介護保険認定者） 
                5673  人      （市内3位） 





鶴見区医師会の取り組み（1） 
• 地域中核病院（済生会横浜市東部病院） 
  急性期～回復期病院  7  
  慢性期～療養型病院  4 
  診療所           147 （区役所ホームページ 158） 
• 地域包括支援センター  9 
  訪問看護ステーション  16 
        （内、医師会立） 3 
• 医療連携： 
   病診連携；精査・加療、急変時、退院後在宅療養 
      ⇒連携の会、各科カンファレンスなど 
   病病連携；超急性期～回復期 
      ⇒連携の会 
   診診連携；在宅医のバックアップ、転医 
      ⇒医師会医療福祉部の会合、その他部会 

 



鶴見区医師会の取り組み（2） 

• つるみ在宅ケアネットワーク（平成22年医師会設立） 
   推進検討委員会（年3回）；病院・診療所医師、行政、 
              訪問看護師の13名 
   ネットワーク企画部会（年2回）；医師、歯科医師、 
              薬剤師、地域包括、区役所、 
              訪問看護師の9名 
   合同勉強会（年2回）；医療・介護など多職種の会 
   公開勉強会（年1回）；一般市民、事業所など 
   医療・介護の相談室；「さわやか相談室」 
   地域で支える遺族の会「ハナミズキの会」； 
              がんや病気で亡くなった方のご遺族 
   専門職向けの研修会；緩和ケア研修、スキルアップ研修 
   連携ノート；在宅療養の方の、医療介護の連携、救急時 

 



鶴見区医師会の取り組み（3） 
• 在宅医療連携拠点～さわやか相談室～ 
         （平成27年4月医師会設立） 
    ・相談・支援；退院支援、情報支援、相談（市民も） 
    ・医療連携・他職種連携；在宅医のバックアップ、 
                   他職種の連携会議、事例検討 
    ・市民啓発；講演会など 
    ・さわやか相談室済生会横浜市東部病院相談窓口 
 
 （他職種に対する協力） 
• 地域ケア会議 
• サービス担当者会議 
• 地域ケアプラザ協力医など 





良かったと思うこと 

 
• 医師会立の訪問看護ステーションの管理者
で、ケアマネ兼看護師が中心となって、医師
会が全面的にバックアップしたこと。 

• 地域の中核病院である、済生会横浜市東部
病院が、積極的に医師会、地域医療に関与
してくれたこと。 

 



さぬき市民病院長 德田道昭 

地域包括医療・ケア 
〜公立病院における実践を模索して〜 

日本の渚百選：津田の松原 

地域医療フォーラム2016 
平成２８年９月１８日 



香川県 980,936人 
（高齢化率 29.2％） 
（面積 1,876.5km²） 

さぬき市のプロフィール 

高松 

さぬき市  50,713人 
 （高齢化率 

33.1％） 
 （H22年比 ▲-

2,700） 

さっきー 

（2016年10月） 



香川県人口 
976,756人（2015年10月） 

二次保健医療圏毎の人口分布 

高松
市 

42万 

坂出市 
5.5万 

善通寺市 

3.4万 

丸亀市 
11万 

三豊市 

6.8万 

観音寺市 

6.3万 

さぬき市 
5.0万 

東かがわ市 
3.2万 三木町 

2.8万 

小豆島 

3.3万 

仲多度郡 

5.5万 

13.7万 30.2万 45.4万 

8.2万 



当院周辺の病床分布 

県立白鳥病院 
160床 

香川大学 
附属病院 

613床 

厚生連屋島病院 
310床 

私立病院 47床 

私立病院 60床 

私立病院 
（療) 325床 

津田診療所 

さぬき市民病院 
 一般 175床 

多和診療所 

三次機能病院 二次機能病院 療養病床 

県立中央病院 
高松赤十字病
院 
KKR高松病院 
高松済生会病
院 
高松市民病院 
社保栗林病院 



当院周辺の一次医療機関の分布〜内科〜 

志度町 

津田町 

大川町 

寒川町 

長尾町 



さぬき市民病院のあゆみ（概略） 

1951年4月 国民保険組合立直営「大川病院」診療開始 
1965年 精神科病棟完成 
1982年 「大川総合病院」に名称変更．第二次救急体制に参加． 
1994年 大川老人訪問看護ステーション、健診施設を開設 
1996年 香川県地域災害拠点病院として指定 
1997年 感染症病床４床を加え425床（精神190、一般226） 
2002年4月 ５町合併に伴い、「さぬき市民病院」に改称 
2003年 大川地区小児夜間急病診察室開設 
  へき地医療拠点病院に指定 

2008年3月 精神科病床閉鎖 

2009年1月 亜急性期病床設置 
201１年１月 新病院改築竣工 
2012年10月 地域包括医療・ケア認定施設 

2006年 



さぬき市の医療、福祉・介護環境 

新病院前景 



高齢者人口の推移（予測） 



病院・診療所施設数（大川医療圏） 

（日医総研データより引用） 

☞医療資源（病院数、診療所数）がやや少ない！ 



一般病床・療養病床数（大川医療圏） 

（日医総研データより引用） 

☞急性期病床数が少なく、療養病床が多い！ 



要支援・要介護認定者の推移（さぬき市） 



老健・特養収容者数、介護療養病床数（大川医療圏） 

（日医総研データより引用） 

☞老健収容者数は多いが、介護療養病床が少ない！ 
＝医療依存度の高い患者は行き先に困る。 



さぬき市の病床・介護収容数 

・さぬき市人口 約50,700人（高齢化率：33.1％） 
・医療施設 

• 急性期＋亜急性期・・・市民病院１（175床） 
• 療養病床・・・・私立病院１（３０４床） 

・介護施設 
• 介護老人福祉施設（特養）・・・５ 
• 介護老人保健施設・・・４ 
• 介護療養型医療施設・・・１ 
・・・・・収容人員６０７人（待機約８５０人）  

（平成２６年４月現在） 

☞問題点 ① 待機中の在宅療養者のＡＤＬ低下、容態悪化 
 ② 施設内での合併症併発：誤嚥性肺炎、褥瘡 



地域包括医療・ケアへの取り組み 

四国八十八番札所：大窪寺 



地域包括ケアシステムにおける構成要素 

平成25年3月 地域包括ケア研究会報告書より  

有機的に連
携し、一体的
に提供 



高齢化が“地域包括医療・ケア”に与える影響 

保健・予防 

医療 

福祉・支援 

高齢化 

発育支援 
疾病予防 

疾病予防 
介護予防 

急性期医療 
急性期医療
慢性期医療 
在宅医療 

障害者支援 介護 
生活支援 



高齢化に伴う医療形態の変化〜訪問診療〜 

（単位：件/月） 

0.0
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40.0
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80.0

100.0

120.0

訪問診療件数（月平均） 

担当看護師を増員 



高齢化に伴う医療形態の変化〜地域包括ケア病棟〜 

厚生労働省HPより 



住民を対象とした健康講座の開催回数 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

健康出前講座 市民公開講座 



市民公開講座；「転倒予防」 



健康出前講座：「膝痛、腰痛の生活注意」 



病院長出前講座：「病院のかかり方」 

一次医療機能 
内科21、小児科2、整形外科4、皮膚科2、 
耳鼻科2、眼科1、精神科1、歯科20 

二次医療機能 
公立１，私立１ 

三次医療機能 
県立中央病院、赤十字病院 

特定機能 
大学病院 



地域住民への啓発活動の在り方は？ 

住民対象の啓発活動だけでは、 
広がりに限界がある・・・・。 

住民の中に、地域包括ケアの‘柱’となる
「保健・福祉の匠」を育てること！ 



介護施設職員を対象とした講習会 

テーマ：「褥瘡予防と基
礎」 



地域リハ協議会に見られる「官民協働」 

東かがわ市 

さぬき市 

香川県 

民間病院 ケアマネ 
老健施設 

当院各職種 



地域リハビリテーション推進事業 

地域リハ支援センター 
（さぬき市民病院） 

大川地区 
地域リハ 
協議会 

講師 
当院 

民間病院 
歯科医院 

介護施設 依頼 

協議 調整 

指導 
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スタッフ研修 利用者住民講習 

Ｈ20年度～ 
スタッフ研修のみに！ 

国の補助事業 県の補助事業 市 

大川地域リハビリテーション事業 



“介護予防の三本柱” 

運動機能向上 
移乗動作 
転倒予防 
体操方法 

栄養改善 
高齢者の食事 
調理方法の工夫 

口腔機能向上 
口腔ケア 

摂食機能 

理学療法士 歯科医師 
言語聴覚士 

管理栄養士 



スタッフ講習内容  －運動器－ 

移乗動作 
姿勢介助 

  

※講師：理学療法士 



スタッフ講習内容  －口腔ケア－ 

口腔ケア 
健口体操 

  

※講師：歯科医師 



スタッフ講習内容  －栄養－ 

高齢者の食事 
糖尿病の食事 

31 

※講師：管理栄養士 



プレ・ポストアンケート 

≪対象≫ 

平成23年度、受講者502名   

平成24年度、受講者475名 

 

≪方法≫ 

自己評価アンケート 

講習前、講習後1カ月に分けて5段階で評価。 
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平成23年度、受講者502名   

平成24年度、受講者475名 

 

≪方法≫ 

自己評価アンケート 

講習前、講習後1カ月に分けて5段階で評価。 
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プレ・ポストアンケート 

≪対象≫ 

平成23年度、受講者502名   

平成24年度、受講者475名 

 

≪方法≫ 

自己評価アンケート 

講習前、講習後1カ月に分けて5段階で評価。 

 

非常に

良かっ

た 
55.5% 

良かっ

た 

44.3% 

研修内容は？ 
評価基準 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

他のスタッフに指導できる 

入所者、利用者等に指導できる 

良く知っている 

少しは知っている 

分からない 



35 

講習前後の自己評価の推移 



n ＝ 2,454 

＊ ＊ 

＊Ｐ＜0.01 

有意差あり n  =  1,838 

講習前後の自己評価の推移 
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 合同研修会の開催 

参加者数  
第1回 115名 
第2回   98名 
第3回  89名     

運動器分科会 口腔分科会 



 合同研修会の開催（Ｈ２６年） 



介護専門員連絡協議会（年４回） 

☞病院の敷居が高いというＣＭが、病院に来やすくするために。 



地域介護連携クリティカル・パスの運用開始 

登録者患者数：15人 
（2014.10現在） 

☞在宅療養者に関する、職種間の情報交換に役立っている！ 



‘地域二次医療機関’としての当院のアクション 

・医療提供機能 
・救急〜急性期、亜急性期医療   
・拠点医療・・・・感染症、災害 

・僻地診療・・・・山間部、島しょ部 

・在宅医療・・・・訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション 

・保健、医療、福祉・介護のコーディネート機能 
・健康診断・・・・乳幼児、生活習慣病、老人健診 

・住民指導・・・・市民公開講座、健康出前講座   
・介護連携・・・・地域リハビリテーション協議会 
  地域介護連携クリティカル・パス  

☞ “地域包括医療・ケア”としての拠点機能 



今後の課題②：‘保健・医療・福祉’の連携強化 

退院時担当者会議 
在宅医療（訪問看護・リハ） 
大川地区リハビリテーション協
議会 
介護保険サービス担当者会議 
介護専門員連絡協議会 
医療介護連携クリティカルパス 

医療 
（市民病院） 

福祉 保健 

障害児・障害者に関する相談 
虐待への対策・相談 
生活困窮者への支援 
包括支援センター運営協議会 
地域ケア会議（検討中） 

乳幼児健診 
学校健診 
人間ドック 
特定健診・人間ドック 
特定保健指導 
老人健診 
予防接種 

高齢化 



今後の課題②：‘保健・医療・福祉’の連携強化 

退院時担当者会議 
在宅医療（訪問看護・リハ） 
大川地区リハビリテーション協
議会 
介護保険サービス担当者会議 
介護専門員連絡協議会 
医療介護連携クリティカルパス 

医療 
（市民病院） 

福祉 保健 

障害児・障害者に関する相談 
虐待への対策・相談 
生活困窮者への支援 
包括支援センター運営協議会 
地域ケア会議（検討中） 

乳幼児健診 
学校健診 
人間ドック 
特定健診・人間ドック 
特定保健指導 
老人健診 
予防接種 

高齢化 

＜病院運営審議会から市長への提言＞ 
（平成２６年１月） 

・各部門における情報の共有化 
・ワンストップサービスの実現 
・在宅医療・へき地医療体制の充実 
・健診体制の充実 
・健康教室等の充実 
・児童の健全な発育支援体制 
など。 



今後の課題②：「自助・互助」の醸成 

平成25年3月 地域包括ケア研究会報告書より  

人口減
高齢化 

 人口増
若年化 



ご清聴ありがとうございました。 

地域包括医療・ケアの二次機能拠点病院として 



美郷町地域包括医療局 

金丸 吉昌 

何を考え 何を感じ 何を志す 



町長 副町長 総務課 
財務課 
農業振興課 

地域包括医療局 
美郷町国保西郷病院 
美郷町国保南郷診療所 
美郷町国保北郷診療所 

会計課 

美郷町役場 

平成22年1月より 

健康福祉課 







患者医師 
信頼・感謝 

住 

民 

医
療
機
関 

絆 

医療の原風景（原点） 



合い言葉（思い） 

 ◉市民として健康で長生きしたい。 

患者さんに何とか元気になっていただきたい。 

感謝 

感謝 
愛 

 ◉人生を活き活きと生きたい。 



医師確保対策  （市町村） 

・かかりつけ医の推進 

 ①医療の確保（へき地医療等・・・・・・・） 
 ②一次救急の確保             
（県、大学、医師会との協働） 

 ③地域医療の魅力の発信（総合診療医の育成の場） 

 ④市民への啓発（地域医療を守る条例等） 

・「医療の不確実性」の理解の推進 
・救急の適正利用 
・専門医の適正利用 

・健康意識の向上 

・医療資源の限界 

信頼関係がしっかりとした中でこそ、 
医療はより良い方向へ進む。 

市
民
大
応
援
団 

地域医療の現場 

・死生観の醸成 



１人ひとり 

家族 

集落・地域 

何を考え 何を感じ 何を志す 
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平成２２年度地域医療座談会 参加実績 

人口（H23.4.1) 出席者（住民） 出席率

南郷区 2,182 人 139 人 6.4%

西郷区 2,443 人 154 人 6.3%

北郷区 1,915 人 201 人 10.5%

美郷町全体 6,540 人 494 人 7.6%



平成２３年度地域医療座談会 参加実績 

人口（H24.2.1) 出席者（住民） 出席率

南郷区 2,159 人 122 人 5.7%

西郷区 2,404 人 231 人 9.6%

北郷区 1,892 人 124 人 6.6%

美郷町全体 6,455 人 477 人 7.4%



平成２４年度地域医療座談会 参加実績 

人口（H24.11.1) 出席者（住民） 出席率

南郷区 2,141 人 200 人 9.3%

西郷区 2,397 人 247 人 10.3%

北郷区 1,867 人 163 人 8.7%

美郷町全体 6,405 人 610 人 9.5%



平成２５年度地域医療座談会 参加実績 

人口（H25.11.1) 出席者（住民） 出席率

南郷区 2,100 人 205 人 9.8%

西郷区 2,347 人 213 人 9.1%

北郷区 1,850 人 159 人 8.6%

美郷町全体 6,297 人 577 人 9.2%



平成２６年度地域医療座談会 参加実績 

人口（H26.11.1) 出席者（住民） 出席率

南郷地区 2,040 人 192 人 9.4%

西郷地区 2,296 人 171 人 7.4%

北郷地区 1,821 人 137 人 7.5%

美郷町全体 6,157 人 500 人 8.1%



・地域住民（市民） 

・市町村長 

・議会 

・マスメディア 

市民大応援団 
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地域医療の展望 

県  

医師会 大学 

医療の確保 

市町村 

市民大応援団 

（総合診療医の確保） 

総合診療医の確立 国  
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